
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成 2 8 年 4 月 

（ 平成 3 0 年１ 月改訂）  

国税庁消費税軽減税率制度対応室  

消費税の軽減税率制度に関するＱ ＆Ａ  

（ 個別事例編）  

平成 3 1 年（ 2 0 1 9 年） 1 0 月１ 日の消費税率の引上げと

同時に、 消費税の軽減税率制度が実施さ れます。  

消費税の軽減税率制度は事業者の方のみなら ず、 日々の買

い物等で消費者の方にも 関係するも のです。  

こ の「 消費税の軽減税率制度に関するＱ ＆Ａ 」 は、 軽減税

率制度について、 広く 国民の皆様に理解を深めていただける

よう 、 わかり やすく 解説し たも のです。  

また、 今後、 寄せら れた質問や頂いた疑問点を踏まえて、

随時、 追加や掲載内容の改訂を行っ ていく 予定です。  

（別紙１）



 
 

凡例 

 文中、 文末引用の条文等の略称等は、 次のと おり である。  

○ 法令 

改正法 · · · · · · · · · · · · ·  所得税法等の一部を改正する法律（ 平成 28 年法律第 15 号）  

改正令 · · · · · · · · · · · · ·  消費税法施行令等の一部を改正する政令（ 平成 28年政令第 148号） 

改正省令 · · · · · · · · · · ·  消費税法施行規則等の一部を改正する省令（ 平成 28 年財務省令第 

20 号）  

消法 · · · · · · · · · · · · · · ·  改正法による改正前の消費税法（ 昭和 63 年法律第 108 号）  

新消法 · · · · · · · · · · · · ·  改正法による改正後の消費税法（ 昭和 63 年法律第 108 号）  

消令 · · · · · · · · · · · · · · ·  改正令による改正前の消費税法施行令（ 昭和 63 年政令第 360 号） 

消規 · · · · · · · · · · · · · · ·  改正省令による改正前の消費税法施行規則（ 昭和 63 年 12 月 30 日 

大蔵省令第 53 号）  

軽減通達 · · · · · · · · · · ·  消費税の軽減税率制度に関する取扱通達（ 平成 28 年４ 月 12 日付 

課軽２ －１ ほか５ 課共同「 消費税の軽減税率制度に関する取扱通 

達の制定について」 通達の別冊）  

基通 · · · · · · · · · · · · · · ·  消費税法基本通達（ 平成７ 年 12 月 25 日付課消２ －25 ほか４ 課共 

同「 消費税法基本通達の制定について」 通達の別冊）  

 

○ 用語 

制度概要編 · · · · · · · · ·  「 消費税の軽減税率制度に関するＱ ＆Ａ （ 制度概要編）  平成 28 

年４ 月（ 平成 30 年１ 月改訂）」 をいう 。  
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対象と なり ますか。  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  17 

 

（ フ ード コ ート での飲食）  

問 47 当社は、 ショ ッ ピングセンタ ーのフ ード コ ート にテナント と し てラ ーメ ン店を出店し

ていますが、 フ ード コ ート のテーブル、 椅子等はショ ッ ピングセンタ ーの所有で、 当社

の設備ではあり ません。 こ のよう な場合であっ ても 、 当社が行う ラ ーメ ン等の飲食料品

の提供は、 軽減税率の適用対象と なら ない「 食事の提供」 と なり ますか。  · · · · · · · · ·  17 

 

（ 公園のベンチでの飲食）  

問 48 当社は、 移動販売車で「 食品」 を販売し ています。 公園のベンチのそばで販売し 、 顧

客がその公園のベンチを利用し て飲食し ている場合、 こ の食品の販売は、 軽減税率の適

用対象と なら ない「 食事の提供」 と なり ますか。  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  18 

 

（ 旅客列車の食堂車での食事、 移動ワゴン販売の飲食料品の販売）  

問 49 列車内食堂施設で行われる飲食料品の提供は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。 ま 

た 、 列車内の移動ワゴ ン によ る 弁当や飲料の販売は、 軽減税率の適用対象と な り  

ますか。  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  18 

 

（ カ ラ オケボッ ク スでの飲食料品の提供）  

問 50 カ ラ オケボッ ク スの客室内で飲食メ ニュ ーを設置し 、顧客の注文に応じ て飲食料品を

提供し ていますが、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  19 

 

（ 映画館の売店での飲食料品の販売）  

問 51 映画館の売店での飲食料品の販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  · · · · · ·  19 

 

（ 旅館、 ホテル等宿泊施設における飲食料品の提供）  

問 52 旅館、 ホテルの宴会場や、 会議室・ 研修室等で行われる飲食料品の提供は、 軽減税率

の適用対象と なり ますか。 また、 ホテルのレスト ラ ンで提供し ている飲食料品を客室ま

で届ける、 いわゆるルームサービスは、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  · · · · · · ·  19 

 

（ ホテル等の客室に備え付けら れた冷蔵庫内の飲料等）  

問 53 ホテル等の客室に備え付けら れた冷蔵庫内の飲料を販売する場合は、 軽減税率の適用

対象と なり ますか。  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  20 
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（ バーベキュ ー施設での飲食等）  

問 54 当社が運営するバーベキュ ー場は、 施設利用料１ 人 1,500 円のほか、 当社が準備し た

メ ニュ ーから 、 それぞれお好みの肉の種類などを選んでいただき 、 別途食材代を支払っ

ていただく 、 いわゆる手ぶら バーベキュ ーサービスを行っ ています。  

こ の場合、施設利用料と 食材代を含めた全額が軽減税率の適用対象と なら ないのでし

ょ う か。  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  20 

 

（「 ケータ リ ング」 や「 出張料理」）  

問 55 顧客の自宅で調理を行っ て飲食料品を提供する「 出張料理」 は、 軽減税率の適用対象

と なり ますか。  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  21 

 

（ 家事代行）  

問 56 当社は、 お客様の自宅に伺っ て料理代行サービス（ 食材持込） を行っ ており ますが、

こ のサービスは、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  22 

 

（ 出前の適用税率）  

問 57 そばの出前、 宅配ピザの配達は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  · · · · · · · · · ·  22 

 

（ 社内会議室への飲食料品の配達）  

問 58 当社では、 当社内の喫茶室を営業し ている事業者に依頼し て、 社内の会議室まで飲

料を配達し ても ら う こ と があり ます。こ のよう な場合の飲料の配達は、軽減税率の適用

対象と なり ますか。【 平成 29 年１ 月追加】  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  23 

 

（ 配達先での飲食料品の取り 分け）  

問 59 当社は、 味噌汁付弁当の販売・ 配達を行っ ています。 弁当と 味噌汁を配達する際に

は、配達先で味噌汁を取り 分け用の器に注いで一緒に提供し ていますが、こ の場合の味

噌汁付弁当の販売は、 ケータ リ ングに該当し ますか。【 平成 30 年１ 月追加】  · · · · · ·  23 

 

（ 有料老人ホームの飲食料品の提供）  

問 60 当社は、有料老人ホームを運営し ています。提供する食事は全て税抜価格で、朝食 500

円、 昼食 550 円、 夕食 640 円で、 昼食と 夕食の間の 15 時に 500 円の間食を提供し ていま

す。  

   こ れら の食事は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  24 
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（ 学生食堂）  

問 61 当校は、 学生食堂を設けています。 利用は生徒の自由ですが、 こ の学生食堂の飲食料

品の提供は、 学校給食法の規定に基づく 「 学校給食」 と し て、 軽減税率の適用対象と な

り ますか。  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  25 

 

（ 病院食）  

問 62 病院食は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  25 

 

（ 飲食料品の提供に係る委託）  

問 63 当社は、 給食事業を営んでいます。 有料老人ホームと の給食調理委託契約に基づき 、

その有料老人ホームにおいて入居者に提供する食事の調理を行っ ていますが、当社の行

う 受託業務についても 、 軽減税率の適用対象と なり ますか。【 平成 29 年１ 月追加】  25 
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Ⅳ 「 一体資産」 の適用税率の判定 

 

（ 食玩）  

問 64 菓子と 玩具により 構成さ れている、 いわゆる食玩は、 軽減税率の適用対象と なり ます

か。  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  27 

 

（ 高価な容器に盛り 付けら れた洋菓子）  

問 65  ケーキ等の洋菓子をカ ッ プ等の専用容器に盛り 付けて販売し ていますが、 こ の専用容

器は特注品で、 食器と し て再利用でき るも のと なっ ており 、 菓子より も 高価です。 こ の

商品の販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  27 

 

（ 食品と 食品以外の資産で構成さ れた福袋）  

問 66 食品と 食品以外の商品で 構成さ れた福袋の販売は、 軽減税率の適用対象と な り  

ますか。  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  28 

 

（ 一万円以下の判定単位）  

問 67 当社では、 紅茶と ティ ーカ ッ プを仕入れてパッ ケージングし 、 セッ ト 商品と し て小売

事業者に卸売販売し ています。 販売に際し ては、 100 個単位で販売し ており 、 販売価格

を 100,000 円（ 税抜き） と し ています。  

こ の場合、 軽減税率の適用対象と なる一体資産かどう かの判定に当たり 、 一体資産の

譲渡の対価の額（ 税抜き） が 10,000 円以下かどう かは、 どのよう に判定するこ と になり

ますか。【 平成 30 年１ 月追加】  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  28 

 

（ 一体資産に含まれる食品に係る部分の割合と し て合理的な方法により 計算し た割合）  

 問 68 当社では、 紅茶と ティ ーカ ッ プを仕入れてパッ ケージングし てセッ ト 商品と し て税抜

価格 1,000 円で販売し よう と 考えています。 こ れら 商品のそれぞれの仕入価格は、 以下

のと おり です。 こ のセッ ト 商品は、 軽減税率の適用対象と なる「 一体資産」 に該当し ま

すか。  

仕入価格（ 税込み）： 紅茶 450 円、 ティ ーカ ッ プ 200 円 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  28 

 

（ 食品と 酒類のセッ ト 販売時の一括値引）  

問 69  ビールと 惣菜を単品で販売するほか、 セッ ト で購入し た方に一括で値引きし て販売し

ていますが、「 一体資産」 に該当し ますか。  

また、 値引額は、 どのよう な取扱いになり ますか。  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  29 

 

（別紙１）



目次－11 

 

（ 合理的な割合が不明な小売事業者等）  

問 70  当社は、 小売業を営んでおり 、 食玩を販売し ています。 その食玩に含まれる食品に係

る部分の価額に占める割合が不明ですが、仕入れの際に仕入先が適用し た税率を適用し

て販売するこ と も 認めら れますか。  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  30 

  

（別紙１）



目次－12 

 

Ⅴ 「 新聞の譲渡」 の範囲等 

 

（ いわゆるスポーツ新聞や業界紙の販売）  

問 71  いわゆるスポーツ新聞や業界紙の販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  · ·  31 

 

（「 定期購読契約」 に基づく 新聞の範囲）  

問 72  コ ンビニエンススト アで販売する新聞は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  · ·  31 

 

（ １ 週に２ 回以上発行する新聞）  

問 73  当社が販売する新聞は、 通常週２ 回発行さ れていますが、 休刊日により 週に１ 回し か

発行さ れない場合があり ます。 こ の場合の新聞の販売は、 軽減税率の適用対象と なり ま

すか。  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  31 

 

（ 電子版の新聞）  

問 74 イ ン タ ーネッ ト を 通じ て 配信する 電子版の新聞は、 軽減税率の適用対象と な り  

ますか。  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  32 
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Ⅵ 区分記載請求書等の記載方法等 

 

（ 課税資産の譲渡等の内容の記載の程度）  

問 75 区分記載請求書等保存方式の要件を 満たす請求書等に記載すべき 課税資産の譲渡等

の内容は、 どの程度まで詳し く 記載する必要があり ますか。  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  33 

 

（ 多数の商品登録が行えないレ ジにより 発行するレ シート に係る課税資産の譲渡等の内容の記

載の程度）  

 問 76 当店は、 八百屋を営む免税事業者です。 野菜のほか一部台所用品等の雑貨も 販売し て

います。 顧客は主に消費者ですが、 近隣の飲食店等の事業者と も 取引し ています。  

平成 31 年（ 2019 年） 10 月から 、 当店が発行するレシート を区分記載請求書等保存方式

における請求書等と し ての記載事項を 満たすも のにし たいと 考えています。 し かし なが

ら 、 当店のレジは、 税率ごと の区分記載は行えますが、 多数の商品登録が行えません。  

こ のため、資産の内容の記載について、個々の商品の名称でなく 下記のよう に「 野菜」

等、 当店が販売し ている商品の一般的総称で記載するこ と を考えていますが、 こ のよう

なレシート も 区分記載請求書等保存方式の要件を満たす請求書等に該当し ますか。【 平成

28 年 11 月改訂】  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  34 

 

（ 一定期間分の取引のまと め記載）  

問 77  当店は、 青果の卸売業を営んでいますが、 日々の納品書において個々の販売商品の名

称を記載し て発行し 、 一定期間の取引をまと めて請求書等を作成し ています。  

こ の場合、区分記載請求書等に記載するこ と と なる「 軽減対象資産の譲渡等である旨」

についても 、 個別の品名ごと に記載するのではなく 、「 11/１ ～11/30 野菜※（ ※は軽減

対象資産の譲渡等）」 のよう に一定期間分をまと めて記載し ても よいですか。【 平成 28 年

11 月改訂】  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  36 

 

（ 小規模小売事業者が交付する請求書等に係る記載事項）  

問 78 当店は、 商店街において、 主に消費者向けの鮮魚の小売を行っ ています。 こ れまで、

事業者と の取引においても 、 ３ 万円未満の少額な取引のみであり 、 顧客に交付する領収

書に商品の詳細な内容を記載するこ と を求めら れていませんでし た。  

軽減税率制度の実施に伴い、 平成 31 年（ 2019 年） 10 月から 、 当店が交付する領収書

の記載内容に変更はあるのでし ょ う か。【 平成 28 年 11 月改訂】  · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  37 
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（ レシート に係る記載内容）  

問 79 当店は、 小売業（ スーパー） を営む事業者です。 こ れまで、 現行の制度における記載

事項を満たす請求書等と し て、 下記のよう なレシート を取引先に交付し ています。  

今後、 平成 31 年（ 2019 年） 10 月から は、 区分記載請求書等保存方式における請求書

等と し ての記載事項を満たすレシート を取引先に交付し たいと 考えています。こ の場合、

当店は、 どのよう な対応が必要でし ょ う か。【 平成 28 年 11 月改訂】  · · · · · · · · · · · · · ·  38 

 

（ 区分記載請求書と 適格請求書と の記載事項の関係）  

問 80 当社は、 発行するレシート について、 平成 35 年（ 2023 年） 10 月の適格請求書等保存

方式における適格請求書への対応まで見込んだレジシステムの改修を行いたいと 考えて

います。  

   こ の場合、 適格請求書を発行でき るレジシステムに改修すれば、 区分記載請求書等保

存方式に お け る 区分記載請求書等と し て 認めら れる レ シ ー ト を 発行で き る ので 

  し ょ う か。【 平成 28 年 11 月改訂】  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  40 

 

（ 主に事業者と の取引を行う 事業者が交付する請求書に係る記載事項）  

問 81 当社は、 事業者に対し て青果及び日用雑貨の卸売を行っ ています。 こ れまで、 下記の

よう に現行の請求書等保存方式における請求書等と し ての記載事項を満たすも のを取引

先に交付し ています。  

   今後、 平成 31 年（ 2019 年） 10 月から は、 区分記載請求書等保存方式における請求書

等と し ての記載事項を満たすも のを取引先に交付し たいと 考えています。 こ の場合、 当

社は、 どのよう な対応が必要でし ょ う か。【 平成 28 年 11 月改訂】  · · · · · · · · · · · · · · · ·  41 

 

（ 免税事業者が発行する請求書に係る記載事項）  

問 82 当店は、 消費税の免税事業者です。 こ れまで、 下記のよう に請求書等保存方式におけ

る請求書等と し ての記載事項を満たすも のを取引先に交付し ています。  

今後、 平成 31 年（ 2019 年） 10 月から は、 区分記載請求書等保存方式における請求書

等と し ての記載事項を満たすも のを取引先に交付し たいと 考えています。 こ の場合、 当

店は、 どのよう な対応が必要でし ょ う か。【 平成 28 年 11 月改訂】  · · · · · · · · · · · · · · · ·  43 

 

（ 商品の全てが軽減税率の対象である場合）  

問 83 請求書等に記載さ れている商品が全て飲食料品などの軽減税率の対象と なる場合、 区

分記載請求書等保存方式における請求書等と し ては、「 軽減対象資産の譲渡等である旨」

の記載がさ れている必要があり ますか。【 平成 28 年 11 月改訂】  · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  44 
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（ 軽減税率の適用対象と なる商品がない場合）  

問 84 当社は、 日用雑貨の卸売を行う 事業者です。 当社では、 軽減税率の適用対象と なる商

品の販売があり ません。こ れまで、現行の制度における記載事項を満たす請求書等と し て、

下記のよう な請求書を取引先に交付し ています。  

軽減税率制度の実施に伴い、 平成 31 年（ 2019 年） 10 月から 、 当社が交付する請求書の

記載内容に変更はあるのでし ょ う か。【 平成 30 年１ 月追加】  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  45 

 

（ 税率ごと に分けて交付する請求書）  

問 85 平成 31 年（ 2019 年） 10 月から 、 当店が発行する請求書を区分記載請求書等保存方式

における請求書等と し ての記載事項を満たすも のにし たいと 考えています。こ の場合、軽

減税率の対象と なる食料品と 標準税率の対象と なる日用品をまと めて販売する際に、異な

る税率の商品を同一の請求書に記載するのではなく 、税率ごと の請求書を交付し てよいで

すか。【 平成 28 年 11 月改訂】  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  46 

 

（ 相手方の確認を受けた仕入明細書等）  

問 86 当店は、 食料品及び日用雑貨の小売り を行っ ています。 こ れまで、 仕入先への代金の

支払いに当たり 、下記のよう に請求書等保存方式における請求書等と し ての記載事項を満

たす仕入明細書を作成し 、 仕入先の確認を受け、 保存し ています。  

今後、 平成 31 年（ 2019 年） 10 月から は、 区分記載請求書等保存方式における請求書等

と し ての記載事項を満たす仕入明細書を作成し 、 保存し たいと 考えています。 こ の場合、

当店は、 どのよう な対応が必要でし ょ う か。【 平成 30 年１ 月追加】  · · · · · · · · · · · · · · · ·  47 

 

（ 旧税率対象が混在する請求書）  

問 87 当店は、 飲食料品及び関連商品の卸売業を営んでおり 、 毎月 15 日締めで相手先に請求

を行っ ています。 請求締め日が月中であるこ と から 、 平成 31 年（ 2019 年） 10 月分の請求

書（ 9/16～10/15） には、 平成 31 年（ 2019 年） ９ 月 30 日までの旧税率８ ％と 平成 31 年

（ 2019 年） 10 月１ 日から の軽減税率８ ％の対象商品が混在するこ と と なり ますが、 区分

記載請求書等と し ての記載要件を満たすためには、 どのよう な記載が必要と なり ますか。 

【 平成 29 年１ 月追加】  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  48 

 

（ 一括値引がある場合のレシート の記載）  

問 88 当社は、 小売業（ スーパー） を営む事業者です。 当社では、 飲食料品と 飲食料品以外の

も のを同時に販売し た際に、 合計金額（ 税込み） から 1,000 円の値引きができ る割引券を

発行し ています。  

平成 31 年（ 2019 年） 10 月から 、 顧客が割引券を使用し 、 値引き を行っ た場合、 当社が
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発行するレシート には、 どのよう な記載が必要と なり ますか。  

【 平成 29 年１ 月追加】  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  52 

 

（ 売上げに係る対価の返還等がある場合の請求書の記載）  

問 89 当社は、 事業者に対し て食料品及び日用雑貨の卸売を行っ ています。 取引先と 販売奨

励金に係る契約を締結し ており 、 一定の商品を対象と し て、 取引高に応じ て、 取引先に販

売奨励金を支払う こ と と し ています。  

また、 販売奨励金の精算に当たっ ては、 当月分の請求書において、 当月分の請求金額か

ら 前月分の販売奨励金の金額を控除する形式で行っ ています。  

販売奨励金の対象と なる商品に飲食料品と それ以外の資産が含まれている 場合、 区分

記載請求書等保存方式における 請求書等と し ては、 当該販売奨励金の額を税率ごと に区

分し て記載する必要があるのでし ょ う か。【 平成 29 年１ 月追加】  · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  54 

 

（「 軽減対象資産の譲渡等に係るも のである旨」 の帳簿への記載方法）  

問 90 区分記載請求書等保存方式において保存が必要と なる帳簿に記載する「 軽減対象資産

の譲渡等に係るも のである旨」 は、 どのよう に記載し たら よいですか。  

  【 平成 29 年１ 月追加】  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  56 
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Ⅰ 「 飲食料品の譲渡」 の範囲等 

（「 飲食料品」 の範囲）  

【 答】  

   軽減税率の対象品目である「 飲食料品」 と は、 食品表示法に規定する食品（ 酒税法に規定

する酒類を除きます。 以下「 食品」 と いいます。） をいいます（ 改正法附則 34①一）。  

食品表示法に規定する「 食品」 と は、全ての飲食物をいい、「 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律」 に規定する「 医薬品」、「 医薬部外品」 及び「 再生

医療等製品」 を除き 、 食品衛生法に規定する「 添加物」 を含むも のと さ れています。  

なお、 こ こ でいう 「 飲食物」 と は、 人の飲用又は食用に供さ れるも のをいいます。  

 

また、「 飲食料品」 には、 食品と 食品以外の資産があら かじ め一の資産を形成し 、 又は構

成し ているも の（ その一の資産に係る価格のみが提示さ れているも のに限り ます。 以下「 一

体資産」 と いいます。） のう ち、 一定の要件を満たすも のも 含みます（「 一体資産」 の詳細に

ついては、 Ⅳ「 一体資産」 の適用税率の判定をご参照く ださ い。）。  

 

し たがっ て、「 飲食料品」 と は、 人の飲用又は食用に供さ れる、  

  ① 米穀や野菜、 果実などの農産物、 食肉や生乳、 食用鳥卵などの畜産物、 魚類や貝類、 海

藻類などの水産物 

  ② めん類・ パン類、 菓子類、 調味料、 飲料等、 その他製造又は加工さ れた食品 

  ③ 添加物（ 食品衛生法に規定するも の）  

  ④ 一体資産のう ち、 一定の要件を満たすも の 

  をいい、  

  ・  医薬品、 医薬部外品、 再生医療等製品、 酒税法に規定する酒類 

を除き ます。  

※ 軽減税率が適用さ れる取引か否かの判定は、事業者が課税資産の譲渡等を行う 時、すな

わち、 飲食料品を提供する時点（ 取引を行う 時点） で行う こ と と なり ます。  

し たがっ て、 飲食料品の譲渡の判定に当たっ ては、 販売する事業者が、 人の飲用又は

食用に供さ れるも のと し て譲渡し た場合には、顧客がそれ以外の目的で購入し 、又はそれ

以外の目的で使用し たと し ても 、 当該取引は「 飲食料品の譲渡」 に該当し 、 軽減税率の適

用対象と なり ます（ 軽減通達２ ）【 制度概要編問 11（ 適用税率の判定時期） 参照】。  

 

 

 

 

 

問１  軽減税率の対象品目である「 飲食料品」 について、 具体的に教えてく ださ い。  
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（ 生き た畜産物の販売）  

【 答】  

   「 食品」 と は、 人の飲用又は食用に供さ れるも のをいいますが、 肉用牛、 食用豚、 食鳥等

の生き た家畜は、その販売の時点において、人の飲用又は食用に供さ れるも のではないため、

「 食品」 に該当せず、 その販売は軽減税率の適用対象と なり ません（ 改正法附則 34①一、

軽減通達２ ）。  

   なお、 こ れら の家畜の枝肉は、 人の飲用又は食用に供さ れるも のであり 、 その販売は軽減

税率の適用対象と なり ます。  

 

（ 水産物の販売）  

【 答】  

   「 食品」 と は、 人の飲用又は食用に供さ れるも のをいいますので、 人の飲用又は食用に供

さ れる活魚は「 食品」 に該当し 、その販売は軽減税率の適用対象と なり ます（ 改正法附則 34

①一、 軽減通達２ ）。  

   なお、 生き た魚であっ ても 人の飲用又は食用に供さ れるも のではない熱帯魚などの観賞

用の魚は、「 食品」 に該当せず、 その販売は軽減税率の適用対象と なり ません。  

 

（ 家畜の飼料、 ペッ ト フ ード の販売）  

【 答】  

   「 食品」 と は、 人の飲用又は食用に供さ れるも のをいいますので、 人の飲用又は食用に供

さ れるも のではない牛や豚等の家畜の飼料やペッ ト フ ード は、「 食品」 に該当せず、 その販

売は軽減税率の適用対象と なり ません（ 改正法附則 34①一、 軽減通達２ ）。  

 

（ コ ーヒ ーの生豆の販売）  

【 答】  

「 食品」 と は、 人の飲用又は食用に供さ れるも のをいいますので、 人の飲用又は食用に供さ

れるコ ーヒ ーの生豆は「 食品」 に該当し 、 その販売は軽減税率の適用対象と なり ます（ 改正法

附則 34①一、 軽減通達２ ）。  

 

 

問２  当社は、 畜産業と し て肉用牛を販売し ていますが、 生き ている牛の販売は、 軽減税率の

適用対象と なり ますか。【 平成 29 年１ 月改訂】  

問３  当社では、 食用の生き た魚を販売し ていますが、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

問４  家畜の飼料やペッ ト フ ード の販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

問５  当社は、 コ ーヒ ーの生豆の販売を行っ ていますが、 軽減税率の適用対象と なり ますか。

【 平成 30 年１ 月追加】  
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（ も みの販売）  

【 答】  

   「 食品」 と は、 人の飲用又は食用に供さ れるも のをいいますので、 人の飲用又は食用に供

さ れるも みは、「 食品」 に該当し 、 その販売は軽減税率の適用対象と なり ます（ 改正法附則

34①一、 軽減通達２ ）。  

   なお、人の飲用又は食用に供さ れるも のではない「 種も み」 と し て販売さ れるも みは、「 食

品」 に該当せず、 その販売は軽減税率の適用対象と なり ません。  

 

（ 苗木、 種子の販売）  

【 答】  

「 食品」 と は、 人の飲用又は食用に供さ れるも のをいいますので、 果物の苗木など栽培用

と し て販売さ れる植物及びその種子は、「 食品」 に該当せず、 その販売は軽減税率の適用対

象と なり ません（ 改正法附則 34①一、 軽減通達２ ）。  

なお、 種子であっ ても 、 おやつや製菓の材料用など、 人の飲用又は食用に供さ れるも のと

し て販売さ れるかぼちゃの種などは、「 食品」 に該当し 、 その販売は軽減税率の適用対象と

なり ます。  

 

（ 水の販売）  

【 答】  

「 食品」 と は、 人の飲用又は食用に供さ れるも のをいいますので、 人の飲用又は食用に供

さ れるも のであるいわゆるミ ネラ ルウォ ータ ーなどの飲料水は、「 食品」 に該当し 、 その販

売は軽減税率の適用対象と なり ます。  

他方、 水道水は、 炊事や飲用のための「 食品」 と し ての水と 、 風呂、 洗濯と いっ た飲食用

以外の生活用水と し て供給さ れるも のと が混然一体と なっ て提供さ れており 、例えば、水道

水をペッ ト ボト ルに入れて、 人の飲用に供さ れる「 食品」 と し て販売する場合を除き 、 軽減

税率の適用対象と なり ません（ 改正法附則 34①一、 軽減通達２ ）。  

 

（ 氷の販売）  

【 答】  

   「 食品」 と は、 人の飲用又は食用に供さ れるも のをいいますので、 人の飲用又は食用に供

さ れるも のであるかき 氷に用いら れる氷や飲料に入れて使用さ れる氷などの食用氷は、「 食

品」 に該当し 、 その販売は軽減税率の適用対象と なり ます（ 改正法附則 34①一、 軽減通達

問６  も みの販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

問７  果物の苗木及びその種子の販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

問８  水の販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

問９  氷の販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  
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２ ）。  

   なお、例えば、ド ラ イ アイ スや保冷用の氷は、人の飲用又は食用に供さ れるも のではなく 、

「 食品」 に該当し ないこ と から 、 その販売は軽減税率の適用対象と なり ません。  

 

（ 賞味期限切れの食品の廃棄）  

【 答】  

「 食品」 と は、 人の飲用又は食用に供さ れるも のを いいますので、 賞味期限切れの「 食

品」 を廃棄するために譲渡する場合は、 人の飲用又は食用に供さ れるも のと し て譲渡さ れ

るも のではないこ と から 、 軽減税率の適用対象と なり ません（ 改正法附則 34①一、 軽減通

達２ ）。  

 

（ お酒の販売）  

【 答】  

酒税法に規定する酒類は、 軽減税率の適用対象である「 飲食料品」 から 除かれていますの

で、 酒類の販売は軽減税率の適用対象と なり ません（ 改正法附則 34①一、 酒税法２ ①）。  

 

 

 

 

 

（「 食品」 の原材料と なる酒類の販売）  

【 答】  

「 食品」 の原材料と なるワイ ンなどであっ ても 、 酒税法に規定する酒類は、 軽減税率の適

用対象である「 飲食料品」 に該当せず、 その販売は軽減税率の適用対象と なり ません（ 改正

法附則 34①一、 酒税法２ ①）。  

 

（ みり ん、 料理酒、 調味料の販売）  

【 答】  

   酒税法に規定する酒類は、 軽減税率の適用対象である「 飲食料品」 に該当し ませんので、

みり んや料理酒が酒税法に規定する酒類に該当するも のであれば、 その販売は軽減税率の

適用対象と なり ません（ 改正法附則 34①一、 酒税法２ ①）。  

問 10 賞味期限切れの食品を廃棄するために譲渡する場合は、 軽減税率の適用対象と なり ま

すか。  

問 11 お酒の販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

問 12 「 食品」 の原材料と なるワイ ンなど酒類の販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。 

問 13 みり ん、 料理酒等の販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

【 参考】  
○ 酒税法第２ 条第１ 項（ 酒類の定義及び種類）  

こ の法律において 「 酒類」 と は、 アルコ ール分一度以上の飲料（ 薄めて ア ルコ ール分
一度以上の飲料と する こ と ができ る も の（ ア ルコ ール分が九十度以上のアルコ ールのう
ち 、 第七条第一項の規定によ る 酒類の製造免許を 受けた者が酒類の原料と し て 当該製造
免許を 受けた製造場において製造する も の以外のも のを 除く 。 ） 又は溶解し て アルコ ー
ル分一度以上の飲料と する こ と ができ る 粉末状のも のを 含む。 ） を いう 。  
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   なお、酒税法に規定する酒類に該当し ないみり ん風調味料（ アルコ ール分が一度未満のも

のに限り ます。） については、「 飲食料品」 に該当し ますので、 その販売は軽減税率の適用対

象と なり ます。  

 

（ ノ ンアルコ ールビール、 甘酒の販売）  

【 答】  

   ノ ンアルコ ールビールや甘酒など酒税法に規定する酒類に該当し ない飲料については、

軽減税率の適用対象である「 飲食料品」 に該当し 、 その販売は軽減税率の適用対象と なり ま

す（ 改正法附則 34①一、 酒税法２ ①）  

 

（ 酒類を原料と し た菓子の販売）  

【 答】  

   酒類を 原料と し た菓子であっ ても 、 その菓子が酒税法に規定する酒類に該当し ないも の

については、 軽減税率の適用対象である「 飲食料品」 に該当し 、 その販売は軽減税率の適用

対象と なり ます（ 改正法附則 34①一、 酒税法２ ①）。  

 

（ 酒類の原料と なる食品の販売）  

【 答】  

   「 食品」 と は、 人の飲用又は食用に供さ れるも のをいい、 酒税法に規定する酒類は、 こ こ

でいう 「 食品」 から 除かれています。  

他方、日本酒を製造するための原材料の米は、酒類ではないので、「 食品」 から 除かれず、

人の飲用又は食用に供さ れる も のであるこ と から 、 その販売は軽減税率の適用対象と なり

ます（ 改正法附則 34①一、 軽減通達２ ）。  

 

（「 添加物」 の販売）  

【 答】  

   食品の製造・ 加工等の過程において添加さ れる食品衛生法に規定する「 添加物」 は、「 食

品」 に該当し 、 その販売は軽減税率の適用対象と なり ます（ 改正法附則 34①一、 食品衛生

法４ ②、 軽減通達２ ） 。  

 

 

問 14 ノ ンアルコ ールビールや甘酒（ アルコ ール分が一度未満のも のに限り ます。）の販売は、

軽減税率の適用対象と なり ますか。  

問 15 酒類を原料と し た菓子の販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

問 16 日本酒を製造するための米の販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

問 17 食品の製造において使用する「 添加物」 の販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。 

【 参考】  
○ 食品衛生法第４ 条第２ 項 

こ の法律で添加物と は、 食品の製造の過程において 又は食品の加工若し く は保存の目
的で、 食品に添加、 混和、 浸潤その他の方法によ つて 使用する 物を いう 。  
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（「 金箔」 の販売）  

【 答】  

   「 食品」 と は、 人の飲用又は食用に供さ れるも のをいいますので、 食品衛生法に規定する

「 添加物」 と し て販売さ れる金箔は、「 食品」 に該当し 、 その販売は軽減税率の適用対象と

なり ます（ 改正法附則 34①一、 軽減通達２ ）。  

 

（ 食用、 清掃用の重曹の販売）  

【 答】  

   「 食品」 と は、 人の飲用又は食用に供さ れるも のをいいますので、 人の飲用又は食用に供

さ れるも のである食品添加物と し て販売さ れる重曹は、「 食品」 に該当し 、 その販売は軽減

税率の適用対象と なり ます（ 改正法附則 34①一、 軽減通達２ ）。  

 

（ 化粧品メ ーカ ーへの「 添加物」 の販売）  

【 答】  

「 食品」 と は、 人の飲用又は食用に供さ れるも のをいいますので、 人の飲用又は食用に供

さ れるも のである食品衛生法に規定する「 添加物」 と し て販売さ れるも のは、「 食品」 に該

当し ます。 し たがっ て、 取引先が化粧品の原材料と する場合であっ ても 、「 添加物」 を「 食

品」 と し て販売する場合には、 軽減税率の適用対象と なり ます（ 改正法附則 34①一、 軽減

通達２ ）。  

 

（ 栄養ド リ ンク の販売）  

【 答】  

   「 医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律」 に規定する「 医

薬品」、「 医薬部外品」 及び「 再生医療等製品」（ 以下「 医薬品等」 と いいます。） は、「 食品」

に該当し ません。し たがっ て、医薬品等に該当する栄養ド リ ンク の販売は軽減税率の適用対

象と なり ません（ 改正法附則 34①一）。  

   なお、 医薬品等に該当し ない栄養ド リ ンク は、「 食品」 に該当し 、 その販売は軽減税率の

問 18 当社では、 食品添加物の金箔を販売し ていますが、 軽減税率の適用対象と なり ますか。 

問 19 当社では、重曹を食用及び清掃用に使用するこ と ができるも のと し て販売し ています。

販売に当たり 、 食品添加物と し て、食品表示法に規定する表示をし ています。 こ の重曹の

販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

問 20 当社は、 食品衛生法に規定する「 添加物」 の販売を行っ ています。 取引先である化粧

品メ ーカ ーが、当社が食用と し て販売し ている「 添加物」 を化粧品の原材料と する場合が

あるのですが、 こ の場合の「 添加物」 の販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。【 平

成 29 年１ 月追加】  

問 21 栄養ド リ ンク （ 医薬部外品） の販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  
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適用対象と なり ます。  

 

（ 健康食品、 美容食品等の販売）  

【 答】  

   人の飲用又は食用に供さ れる特定保健用食品、栄養機能食品は、医薬品等に該当し ません

ので、「 食品」 に該当し 、 また、 人の飲用又は食用に供さ れるいわゆる健康食品、 美容食品

も 、 医薬品等に該当し ないも のであれば、「 食品」 に該当し ますので、 それら 販売は軽減税

率の適用対象と なり ます（ 改正法附則 34①一）。  

 

（ 飲食料品を販売する際に使用さ れる容器）  

【 答】  

飲食料品の販売に際し 使用さ れる包装材料及び容器（ 以下「 包装材料等」 と いう 。） が、

その販売に付帯し て通常必要なも のと し て使用さ れる も のであると き は、 当該包装材料等

も 含め軽減税率の適用対象と なる「 飲食料品の譲渡」 に該当し ます。  

こ こ での通常必要なも のと し て使用さ れる包装材料等と は、 その飲食料品の販売に付帯

するも のであり 、通常、飲食料品が費消さ れ又はその飲食料品と 分離さ れた場合に不要と な

るよう なも のが該当し ます。  

なお、贈答用の包装など、包装材料等につき 別途対価を定めている場合のその包装材料等

の譲渡は、「 飲食料品の譲渡」 には該当し ません。  

また、例えば、陶磁器やガラ ス食器等の容器のよう に飲食の用に供さ れた後において食器

や装飾品と し て利用でき るも のを 包装材料等と し て使用し ており 、 食品と その容器を あら

かじ め組み合わせて一の商品と し て価格を 提示し 販売し ているも のについては、 その商品

は「 一体資産」 に該当し ます（ 改正法附則 34①一、 軽減通達３ ）（「 一体資産」 の詳細につい

ては、 Ⅳ「 一体資産」 の適用税率の判定をご参照く ださ い。）。  

   

（ 桐の箱の容器）  

【 答】  

飲食料品の販売に際し 使用さ れる包装材料等が、 その販売に付帯し て通常必要なも のと

し て使用さ れるも のであると き は、その包装材料等も 含め「 飲食料品の譲渡」に該当し ます。  

例えば、高額な飲食料品にあっ ては、桐の箱等の高価な容器に入れら れて販売さ れるこ と

があり ますが、こ のよう な場合にあっ ては、桐の箱にその商品の名称などを直接印刷等し て、

問 22 特定保健用食品、 栄養機能食品、 健康食品、 美容食品などの販売は、 それぞれ軽減税

率の適用対象と なり ますか。  

問 23 飲食料品を販売する際に使用する容器は、 どのよう な取扱いになり ますか。  

問 24 当社では、 果実を専用の桐の箱に入れて販売し ていますが、 こ のよう な桐の箱も 通常

必要な容器と し て取り 扱っ てよいでし ょ う か。  
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その飲食料品を販売するためにのみ使用し ているこ と が明ら かなと き は、 その飲食料品の

販売に付帯し て通常必要なも のと し て使用さ れるも のに該当するも のと し て取り 扱っ て差

し 支えあり ません（ 軽減通達３ ）。  

 

（ お菓子用の包装紙の仕入れ）  

【 答】  

お菓子を包装するための包装紙は「 飲食料品」 に該当せず、 その販売は軽減税率の適用

対象と なり ません。  

し たがっ て、 ご質問の包装紙の仕入れは、 軽減税率の適用対象と なり ません（ 改正法附

則 34①一）。  

 

（ 保冷剤を付けた洋菓子の販売）  

【 答】  

「 食品」 と は、 人の飲用又は食用に供さ れるも のをいいますので、 人の飲用又は食用に供

さ れるケーキやプリ ンなどの洋菓子は、「 食品」 に該当し 、 サービスで保冷剤をつけて販売

する場合であっ ても 、 軽減税率の適用対象と なり ます。  

なお、 保冷剤について別途対価を徴し ている場合のその保冷剤は、「 飲食料品」 に該当し

ないこ と から 、 軽減税率の適用対象と なり ません（ 改正法附則 34①一）。  

 

（ 果物狩り 、 潮干狩り 、 釣り 堀）  

【 答】  

   果樹園での果物狩り の入園料は、顧客に果物を収穫さ せ、収穫し た果物をその場で飲食さ

せると いっ た役務の提供に該当し ますので、「 飲食料品の譲渡」 に該当せず、 軽減税率の適

用対象と なり ません。  

   なお、 収穫し た果物について別途対価を徴し ている場合のその果物の販売は、「 飲食料品

の譲渡」 に該当し 、 軽減税率の適用対象と なり ます。  

また、 潮干狩り や釣り 堀等についても 、 同様の取扱いになり ます。  

問 25 当社は、 お菓子の製造卸売業を営んでいます。 当社では、 製造し たお菓子を個別包装

し 、 12 個ずつ箱詰めにし て、 販売し ていますが、 お菓子の製造に必要な資材（ 原材料） で

ある個別包装の包装紙の仕入れは、軽減税率の適用対象と なり ますか。【 平成 29 年１ 月追

加】  

問 26 当社は、 洋菓子店を営んでおり ます。 希望するお客様にサービスで保冷剤を付けてケ

ーキやプリ ンを販売するこ と があり ますが、こ れら の洋菓子の販売は、軽減税率の適用対

象と なり ますか。  

問 27 いちご狩り や梨狩り などのいわゆる味覚狩り の入園料は、 軽減税率の適用対象と なり

ますか。  
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（ 自動販売機）  

【 答】  

自動販売機により 行われるジュ ース、 パン、 お菓子等の販売は、 飲食料品を飲食さ せる役

務の提供を行っ ているも のではなく 、 単にこ れら の飲食料品を販売するも のであるこ と か

ら 軽減税率の適用対象と なる「 飲食料品の譲渡」 に該当するこ と と さ れています（ 改正法附

則 34①一、 軽減通達６ ）。  

 

（ 通信販売）  

【 答】  

   イ ンタ ーネッ ト 等を利用し た通信販売であっ ても 、 販売する商品が「 飲食料品」 に該当す

る場合には、「 飲食料品の譲渡」 に該当し 、 軽減税率の適用対象と なり ます（ 改正法附則 34

①一）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問 28 自動販売機のジュ ースやパン、 お菓子等の販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。 

問 29 通信販売による飲食料品の販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。【 平成 28 年 11

月改訂】  

【 参考】  

消費税及び地方消費税の税率の引き 上げに伴い、 平成 31 年(2019 年)４ 月１ 日前にその販売価格の条件

を提示し 、 又は提示する準備を完了し た場合において、 平成 31 年（ 2019 年） 10 月１ 日前に申込みを受け、

提示し た条件に従っ て平成 31 年（ 2019 年） 10 月１ 日以後に行われる商品の販売については、 通信販売に

係る経過措置が設けら れていますが、「 飲食料品の譲渡」 には、 こ の経過措置は適用さ れず、 軽減税率が適

用さ れます。  

消費税と 地方消費税を合わせた税率は８ ％ですが、 平成 31 年（ 2019 年） ９ 月 30 日までの税率は、 消費

税率６ .３ ％、 地方消費税率１ ． ７ ％で合計８ ％、 平成 31 年（ 2019 年） 10 月１ 日以後に適用さ れる軽減税

率は消費税率６ .２ ４ ％、 地方消費税率１ .７ ６ ％で合計８ ％です。  
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（ カ タ ログギフ ト の販売）  

 

【 答】  

ご質問のカ タ ログギフ ト の販売（ 取引①） は、 贈与者による商品の贈答を貴社が代行する

こ と（ 具体的には、 様々な商品を掲載し たカ タ ログを提示すると と も に、 受贈者の選択し た

商品を手配する一連のサービス） を内容と する「 役務の提供」 を行う も のですので、「 飲食

料品の譲渡」 に該当せず、 軽減税率の適用対象と なり ません（ 改正法附則 34①一）。  

なお、 食品のみを掲載するカ タ ログギフ ト の販売であっ ても 、 同様の理由から「 役務の提

供」 を行う も のであり 、「 飲食料品の譲渡」 には該当し ないため、 軽減税率の適用対象と な

り ません。  

 

（ 参考）  百貨店等から 購入者（ 贈与者） に対するカ タ ログギフ ト の販売（ 取引②） も 、

軽減税率の適用対象と はなり ません。  

 

 

 

 

問 30 当社は、 下の取引図のと おり 、 贈答を受けた者（ 受贈者） がカ タ ログに掲載さ れた商

品の中から 任意に選択し た商品を 受け取るこ と ができ る、 いわゆるカ タ ログギフ ト の販

売を行っ ています。 当該カ タ ログギフ ト には、 食品と 食品以外の商品を掲載し ており 、 受

贈者の方は食品を選択し て受け取るこ と ができます。  

こ のカ タ ログギフ ト の販売に適用さ れる税率は、どのよう になり ますか。【 平成 30 年１

月追加】  
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（ レスト ラ ンへの食材の販売）  

【 答】  

   「 飲食料品の譲渡」 には、 軽減税率が適用さ れます。  

貴社から 飲食料品を 仕入れたレ スト ラ ンが、 店内飲食用の料理にその食材を 利用し たと

し た場合、 レスト ラ ンが行う 食事の提供は軽減税率の対象と なら ない、 いわゆる「 外食」 と

なり ますが、 貴社から レスト ラ ンへの食材の販売は、「 飲食料品の譲渡」 に該当し 、 軽減税

率の適用対象と なり ます（ 改正法附則 34①一、 軽減通達２ ）。  

 

（ 飲食料品の譲渡に要する送料）  

【 答】  

   飲食料品の譲渡に要する送料は、飲食料品の譲渡の対価ではあり ませんので、軽減税率の

適用対象と なり ません。  

   なお、 例えば、「 送料込み商品」 の販売など、 別途送料を求めない場合、 その商品が「 飲

食料品」 に該当するのであれば、 軽減税率の適用対象と なり ます（ 改正法附則 34①一）。  

 

（ 食品の加工）  

【 答】  

「 飲食料品の譲渡」 には、 軽減税率が適用さ れます。  

他方、 ご質問のコ ーヒ ーの生豆の加工は、 役務の提供に該当し ますので、 軽減税率の適用対

象と なり ません（ 改正法附則 34①一）。  

 

（ 販売奨励金）  

【 答】  

   事業者が販売促進の目的で課税資産の販売数量、販売高等に応じ て取引先（ 課税仕入れの

相手方のほか、 その課税資産の製造者、 卸売業者等の取引関係者を含む。） から 金銭により

支払を受ける販売奨励金等は、仕入れに係る対価の返還等に該当し ます（ 基通 12－１ －２ ）。 

   同様に事業者が支払う 販売奨励金等は、売上げに係る対価の返還等に該当し ます（ 基通 14

－１ －２ ）。  

   売上げに係る対価の返還等又は仕入れに係る対価の返還等については、 それぞれその対

問 31 当社は、 食品卸売業を営んでいます。 当社の取引先であるレスト ラ ンに対し て、 その

レ スト ラ ン内で提供する食事の食材を販売し ていますが、 こ の場合は軽減税率の適用対

象と なり ますか。  

問 32 飲食料品の譲渡に要する送料については、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

問 33 当社は、 取引先から コ ーヒ ーの生豆の支給を受け、 焙煎等の加工を行っ ています。 当

社の行う 加工は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。【 平成 30 年１ 月追加】  

問 34 飲食料品に係る販売奨励金は、 どのよう な取扱いになり ますか。  

（別紙１）
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象と なっ た課税資産の譲渡又は課税仕入れの事実に基づいて、 適用さ れる税率を 判断する

こ と と なり ます（ 改正法附則 34②）。  

し たがっ て、 その売上げの対価の返還等又は仕入れの対価の返還等の対象と なっ た取引

が「 飲食料品の譲渡」 であれば、 軽減税率が適用さ れます。  

  

（別紙１）
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Ⅱ 飲食料品の輸入取引 

（ 輸入さ れる飲食料品）  

【 答】  

   保税地域から 引き取ら れる課税貨物のう ち、「 飲食料品」 に該当するも のについては、 軽

減税率が適用さ れます（ 改正法附則 34①一）。  

   なお、 課税貨物が「 飲食料品」 に該当するかどう かは、 輸入の際に、 人の飲用又は食用に

供さ れるも のと し て輸入さ れるかどう かにより 判定さ れます。  

 

（ 輸入さ れた飲食料品のその後の販売）  

【 答】  

「 食品」 と は、 人の飲用又は食用に供さ れるも のをいいますので、 人の飲用又は食用に

供さ れるまぐ ろの輸入（ 保税地域から の引取り ） は、 軽減税率の適用対象と なり ます（ 改

正法附則 34①一）。  

また、輸入し たまぐ ろを飼料用と し て販売し た場合には、そのまぐ ろ は人の飲用又は食用

に供さ れるも のと し て譲渡さ れるも のではないこ と から 、 軽減税率の適用対象と なり ませ

ん。   

なお、 課税貨物が、「 飲食料品」 に該当するかどう かは、 輸入の際に、 人の飲用又は食用

に供さ れるも のと し て輸入さ れるかどう かにより 判定さ れますので、 ご質問のまぐ ろ の輸

入が軽減税率の適用対象であるこ と に変わり はあり ません。  

 

（ レスト ラ ンへ販売する食材の輸入）  

【 答】  

   保税地域から 引き取ら れる課税貨物のう ち、「 飲食料品」 に該当するも のについては、 軽

減税率が適用さ れます（ 改正法附則 34①一）。  

貴社から 飲食料品を 仕入れたレ スト ラ ンが、 店内飲食用の料理にその食材を 利用し たと

し た場合、 レスト ラ ンが行う 食事の提供は軽減税率の対象と なら ない、 いわゆる「 外食」 と

なり ますが、 貴社が行う 食材の輸入は、「 飲食料品」 の輸入（ 保税地域から の引取り ） であ

り 、 また、 貴社から レ スト ラ ンへの食材の販売も「 飲食料品」 の譲渡と なり ますので、 いず

れも 軽減税率の適用対象と なり ます（ 改正法附則 34①一、 軽減通達２ ）。  

 

問 35 輸入さ れる飲食料品は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

問 36 当社は、 食用のまぐ ろを輸入し て食品加工業者に販売し ていますが、 売れ残っ たも の

は、 飼料用と し て別業者に販売し ています。  

こ の場合の軽減税率の適用は、 どのよう になり ますか。  

問 37 当社は、 取引先のレスト ラ ンが食事を提供するための食材を輸入し ていますが、 こ の

食材の輸入は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

（別紙１）
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Ⅲ 外食の範囲 

（ 社員食堂での飲食料品の提供）  

【 答】  

   軽減税率の適用対象と なら ない「 食事の提供」 と は、 飲食設備のある場所において飲食料

品を飲食さ せる役務の提供をいいます。  

会社内や事業所内に設けら れた社員食堂で提供する食事も 、その食堂において、社員や職

員に、 飲食料品を飲食さ せる役務の提供を行う も のであるこ と から 、「 食事の提供」 に該当

し 、 軽減税率の適用対象と なり ません（ 改正法附則 34①一イ 、 軽減通達 10）。  

 

（ セルフ サービスの飲食店）  

【 答】  

   軽減税率の適用対象と なら ない「 食事の提供」 と は、 飲食設備がある場所において飲食料

品を飲食さ せる役務の提供をいいます（ 改正法附則 34①一イ ）。  

   セルフ サービスの飲食店であっ ても 、 顧客にその店舗のテーブル、 椅子、 カ ウンタ ー等の

飲食設備を利用さ せて、飲食料品を飲食さ せていますので、軽減税率の適用対象と なり ませ

ん。  

 

（ 屋台での飲食料品の提供）  

【 答】  

軽減税率の適用対象と なら ない「 食事の提供」 と は、 飲食設備がある場所において飲食料

品を飲食さ せる役務の提供をいい、「 飲食設備」 と は、 テーブル、 椅子、 カ ウンタ ー等飲食

料品を飲食さ せるための設備をいいます（ 改正法附則 34①一イ 、 軽減通達８ ）。  

   屋台のおでん屋やラ ーメ ン屋で、 テーブル、 椅子、 カ ウンタ ー等の飲食設備で飲食さ せて

いる場合は、 軽減税率の適用対象と なり ません。  

   こ こ でいう 飲食設備は、 飲食のための専用の設備である必要はなく 、 また、 飲食料品の提

供を行う 者と 飲食設備を設置又は管理する者（ 以下「 設備設置者」 と いいます。） が異なる

場合であっ ても 飲食料品の提供を 行う 者と 設備設置者と の間の合意等に基づき 、 当該飲食

設備を飲食料品の提供を行う 者の顧客に利用さ せるこ と と し ていると き は、「 飲食設備」 に

該当し ます（ 軽減通達９ ）。  

   そのため、 屋台を営む事業者が、  

  ① 自ら テーブル、 椅子、 カ ウンタ ー等を設置し ている場合 

問 38 社員食堂で提供する食事は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

問 39 セルフ サービスの飲食店での飲食は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

問 40 屋台のおでん屋やラ ーメ ン屋での飲食料品の提供は、 軽減税率の適用対象と なり ます

か。 また、 テーブル、 椅子などを設置せずに行う 縁日などにおける屋台のお好み焼き や焼

き そばの販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

（別紙１）
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  ② 自ら 設置はし ていないが、 例えば、 設備設置者から 使用許可等を受けている場合 

  は、 軽減税率の適用対象と なり ません。  

   一方、  

  ③ テーブル、 椅子、 カ ウンタ ー等がない場合 

  ④ テーブル、 椅子、 カ ウンタ ー等はあるが、 例えば、 公園などの公共のベンチ等で特段の

使用許可等をと っ ておら ず、 顧客が使用するこ と も あるがその他の者も 自由に使用し て

いる場合 

  は、 軽減税率の適用対象と なり ます。  

 

（ コ ンビニエンススト アのイ ート イ ンスペースでの飲食）  

【 答】  

   イ ート イ ンスペースを設置し ているコ ンビニエンススト アにおいて、例えば、ト レイ や返

却が必要な食器に入れて飲食料品を 提供する場合などは、 店内のイ ート イ ンスペースで飲

食さ せる「 食事の提供」 であり 、軽減税率の適用対象と なり ません（ 改正法附則 34①一イ 、

軽減通達 10⑶）。  

と こ ろ で、コ ンビニエンススト アでは、ご質問のよう なホッ ト スナッ ク や弁当のよう に持

ち帰るこ と も 店内で飲食するこ と も 可能な商品を扱っ ており 、こ のよう な商品について、店

内で飲食さ せるか否かにかかわら ず、 持ち帰り の際に利用し ている容器等に入れて販売す

るこ と があり ます。こ のよう な場合には、顧客に対し て店内飲食か持ち帰り かの意思確認を

行う などの方法で、 軽減税率の適用対象と なるかなら ないかを判定し ていただく こ と と な

り ます。  

 なお、 その際、 大半の商品（ 飲食料品） が持ち帰り であるこ と を前提と し て営業し ている

コ ンビ ニエンススト アの場合において、 全ての顧客に店内飲食か持ち帰り かを 質問するこ

と を必要と するも のではなく 、 例えば、「 イ ート イ ンコ ーナーを利用する場合はお申し 出く

ださ い」 等の掲示をし て意思確認を行う など、営業の実態に応じ た方法で意思確認を行う こ

と と し て差し 支えあり ません。  

 

（ フ ァ スト フ ード のテイ ク アウト ）  

【 答】  

軽減税率の適用対象と なら ない「 食事の提供」 と は、 飲食店営業等を営む者が飲食設備の

ある場所において飲食料品を飲食さ せる役務の提供をいいますが、いわゆる「 テイ ク アウト 」

問 41 店内にイ ート イ ンスペースを設置し たコ ンビニエンススト アにおいて、ホッ ト ド ッ グ、

から 揚げ等のホッ ト スナッ ク や弁当の販売を 行い、 顧客に自由にイ ート イ ンスペースを

利用さ せていますが、 こ の場合の弁当等の販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

問 42 フ ァ スト フ ード 店において、「 テイ ク アウト 」 かどう かは、 どのよう に判断するのです

か。  

（別紙１）
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など、「 飲食料品を、 持ち帰り のための容器に入れ、 又は包装を施し て行う 譲渡」（ 以下「 持

ち帰り 」 と いいます。） は、 こ れに含まないも のと さ れています（ 改正法附則 34①一イ ）。  

事業者が行う 飲食料品の提供が、「 食事の提供」 に該当するのか、 又は「 持ち帰り 」 に該

当するのかは、 その飲食料品の提供を行っ た時において、 例えば、 その飲食料品について、

その場で飲食するのか又は持ち帰るのかを 相手方に意思確認するなどの方法により 判定し

ていただく こ と になり ます（ 軽減通達 11）。  

 

（ 飲食店で残り を持ち帰る場合）  

【 答】  

   軽減税率の適用対象と なら ない「 食事の提供」 と は、 飲食設備のある場所において飲食料

品を飲食さ せる役務の提供をいい、「 食事の提供」 に該当するのか、 又は「 持ち帰り 」 と な

るのかは、その飲食料品の提供等を行っ た時点において判定するこ と と さ れています（ 改正

法附則 34①一イ 、 軽減通達 11）。  

   し たがっ て、ご質問のよう な、その場で飲食するために提供さ れたも のは、その時点で「 食

事の提供」 に該当し 、 その後持ち帰るこ と と し ても 、「 飲食料品の譲渡」 に該当せず、 軽減

税率の適用対象と なり ません。  

 

（ 飲食店のレジ前の菓子等の販売）  

【 答】  

   軽減税率の適用対象と なら ない「 食事の提供」 と は、 飲食設備のある場所において飲食料

品を飲食さ せる役務の提供をいいます（ 改正法附則 34①一イ 、 軽減通達 10）。  

   ご質問のよう に飲食店のレジ前にある 菓子の販売は、 単に飲食料品を 販売し ているも の

と 考えら れるこ と から 、 飲食料品を飲食さ せる役務の提供に該当せず、「 飲食料品の譲渡」

に該当し 、 軽減税率の適用対象と なり ます。  

 

  

問 43 当店では、 顧客が注文し た料理の残り を折り 詰めにし て持ち帰ら せるサービスを行っ

ています。 こ の場合の持ち帰り 分については、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

問 44 飲食店のレジ前にある菓子の販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

（別紙１）
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（ 飲食店で提供する缶飲料、 ペッ ト ボト ル飲料）  

【 答】  

   軽減税率の適用対象と なら ない「 食事の提供」 と は、 飲食設備がある場所において飲食料

品を飲食さ せる役務の提供をいいます（ 改正法附則 34①一イ 、 軽減通達 10）。  

   ご質問の飲食店で缶飲料、ペッ ト ボト ル飲料をそのまま提供し たと し ても 、店内で飲食さ

せるも のと し て提供し ているも のであるこ と から 、「 食事の提供」 に該当し 、 軽減税率の適

用対象と なり ません。  

 

（ 立食形式の飲食店）  

【 答】  

軽減税率の適用対象と なら ない「 食事の提供」 と は、 飲食設備のある場所において飲食料

品を飲食さ せる役務の提供をいいます。 また、 テーブルのみ、 椅子のみ、 カ ウンタ ーのみ又

はこ れら 以外の設備であっ ても 、又は飲食目的以外の施設等に設置さ れたテーブル等であっ

ても こ れら の設備が飲食料品の飲食に用いら れるのであれば、「 飲食設備」 に該当し ます（ 改

正法附則 34①一イ 、 軽減通達８ ）。  

   し たがっ て、カ ウンタ ーのみ設置し た立食形式の飲食店で、飲食料品を飲食さ せる役務の

提供は、「 食事の提供」 に該当し 、 軽減税率の適用対象と なり ません。  

 

（ フ ード コ ート での飲食）  

【 答】  

  「 食事の提供」 と は、 飲食設備のある場所において飲食料品を飲食さ せる役務の提供をい

います。 こ こ でいう 飲食設備と は、 飲食料品を提供する事業者が設置し たも のでなく ても 、

設備設置者と 飲食料品を提供し ている事業者と の間の合意等に基づき 、 その設備を 顧客に

利用さ せるこ と と し ている場合は、 こ れに該当し ます。  

ご質問のショ ッ ピングセンタ ーのフ ード コ ート が、 設備設置者と 飲食料品を 提供し てい

る事業者と の間の合意等に基づき 、 その設備を 顧客に利用さ せるこ と と さ れている場合に

は、 貴社の行う 飲食料品（ ラ ーメ ン等） の提供は、 飲食設備のある場所において飲食料品を

問 45 当社は、 ラ ーメ ン屋を営んでおり ます。 ラ ーメ ンの提供のほか、 缶飲料、 ペッ ト ボト

ル飲料をコ ッ プに入れず、缶又はペッ ト ボト ルのまま提供し ていますが、こ れら 飲料の提

供は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

問 46 カ ウンタ ーのみ設置し た立食形式の飲食店が行う 飲食料品の提供は、 軽減税率の適用

対象と なり ますか。  

問 47 当社は、 ショ ッ ピングセンタ ーのフ ード コ ート にテナント と し てラ ーメ ン店を出店し

ていますが、 フ ード コ ート のテーブル、 椅子等はショ ッ ピングセンタ ーの所有で、 当社の

設備ではあり ません。こ のよう な場合であっ ても 、当社が行う ラ ーメ ン等の飲食料品の提

供は、 軽減税率の適用対象と なら ない「 食事の提供」 と なり ますか。  

（別紙１）



- 18 - 

 

飲食さ せる役務の提供に該当し ますので、 軽減税率の適用対象と なら ない「 食事の提供」 に

なり ます。  

 

（ 公園のベンチでの飲食）  

【 答】  

  「 食事の提供」 と は、 飲食設備のある場所において飲食料品を飲食さ せる役務の提供をい

います。 こ こ でいう 飲食設備と は、 飲食料品を提供する事業者が設置し たも のでなく ても 、

設備設置者と 飲食料品を提供し ている事業者と の間の合意等に基づき 、 その設備を 顧客に

利用さ せるこ と と し ている場合は、 こ れに該当し ます（ 軽減通達９ ）。  

ご質問の公園のベンチが、 こ う し た合意等に基づき 貴社の顧客に利用さ せるこ と と し て

いるも のではなく 、 誰でも ベンチを利用でき る場合には、 飲食設備に該当せず、 貴社の飲食

料品の提供は、「 食事の提供」 ではなく 、「 飲食料品の譲渡」 に該当し 、 軽減税率の適用対象

と なり ます。  

 

（ 旅客列車の食堂車での食事、 移動ワゴン販売の飲食料品の販売）  

【 答】  

   軽減税率の適用対象と なら ない「 食事の提供」 と は、 飲食設備のある場所において飲食料

品を飲食さ せる役務の提供をいいます。  

列車内の食堂施設において行われる飲食料品の提供は、こ れに該当し 、軽減税率の適用対

象と なり ません（ 改正法附則 34①一イ 、 軽減通達 10⑸）。  

他方、 旅客列車の施設内に設置さ れた売店や移動ワゴン等による 弁当や飲み物等の販売

は、例えば、その施設内の座席等で飲食さ せるために提供し ていると 認めら れる次のよう な

飲食料品の提供を除き、 軽減税率の適用対象と なる「 飲食料品の譲渡」 に該当し ます（ 軽減

通達 10（ 注） ２ ）。  

① 座席等で飲食さ せるための飲食メ ニュ ーを 座席等に設置し て、 顧客の注文に応じ てそ

の座席等で行う 食事の提供 

  ② 座席等で飲食するため事前に予約を取っ て行う 食事の提供 

し たがっ て、列車内の移動ワゴンによる弁当や飲料の販売は、①又は②に該当する場合を

除き 、 軽減税率の適用対象と なり ます。  

 

 

問 48 当社は、 移動販売車で「 食品」 を販売し ています。 公園のベンチのそばで販売し 、 顧

客がその公園のベンチを利用し て飲食し ている場合、こ の食品の販売は、軽減税率の適用

対象と なら ない「 食事の提供」 と なり ますか。  

問 49 列車内食堂施設で行われる飲食料品の提供は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。 ま

た、列車内の移動ワゴンによる弁当や飲料の販売は、軽減税率の適用対象と なり ますか。 

（別紙１）
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（ カ ラ オケボッ ク スでの飲食料品の提供）  

【 答】  

   軽減税率の適用対象と なら ない「 食事の提供」 と は、 飲食設備がある場所において飲食料

品を飲食さ せる役務の提供をいいます。  

カ ラ オケボッ ク スの客室で顧客の注文に応じ て行われる飲食料品の提供は、 こ れに該当

し ますので、 軽減税率の適用対象と なり ません（ 改正法附則 34①一イ 、 軽減通達 10⑵）。  

 

（ 映画館の売店での飲食料品の販売）  

【 答】  

映画館内に設置さ れた売店で行われる飲食料品の販売は、単に店頭で飲食料品を 販売し て  

いるも のですので、「 飲食料品の譲渡」 に該当し 、 軽減税率の適用対象と なり ます。  

なお、 売店のそばにテーブル、 椅子等を設置し て、 その場で顧客に飲食さ せている場合に

は、 飲食設備がある場所において飲食料品を飲食さ せる役務の提供であり 、「 食事の提供」

に該当し ますので、 持ち帰り による販売（ 持ち帰り のための容器に入れ、 又は包装を施し て

行う 飲食料品の譲渡） である場合を除き 、 軽減税率の適用対象と なり ません（ 軽減通達 10

⑷）。  

（ 注） １  持ち帰り の販売かどう かは、 顧客への意思確認等により 行う こ と と なり ます（ 問

42（ フ ァ スト フ ード のテイ ク アウト ） 参照）。  

     ２  売店により 、例えば、映画館の座席で次のよう な飲食料品の提供が行われる場合

には、 当該飲食料品の提供は、 食事の提供に該当し 、 軽減税率の適用対象と なり ま

せん（ 改正法附則 34①一イ 、 軽減通達 10（ 注） ２ ）。  

      ① 座席等で飲食さ せるための飲食メ ニュ ーを 座席等に設置し て、 顧客の注文に

応じ てその座席等で行う 食事の提供 

      ② 座席等で飲食するため事前に予約を取っ て行う 食事の提供 

 

（ 旅館、 ホテル等宿泊施設における飲食料品の提供）  

【 答】  

   軽減税率の適用対象と なら ない「 食事の提供」 と は、 飲食設備のある場所において飲食料

品を飲食さ せる役務の提供をいいます。 旅館、 ホテル等（ 以下「 ホテル等」 と いいます。）

の宴会場や会議室・ 研修室等で行われる飲食料品の提供は、それがホテル等自体又はホテル

問 50 カ ラ オケボッ ク スの客室内で飲食メ ニュ ーを設置し 、 顧客の注文に応じ て飲食料品を

提供し ていますが、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

問 51 映画館の売店での飲食料品の販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

問 52 旅館、 ホテルの宴会場や、 会議室・ 研修室等で行われる飲食料品の提供は、 軽減税率

の適用対象と なり ますか。また、ホテルのレスト ラ ンで提供し ている飲食料品を客室まで

届ける、 いわゆるルームサービスは、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

（別紙１）
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等のテナント であるレスト ラ ンが行う も のである場合には、「 食事の提供」 に該当し 、 軽減

税率の適用対象と なり ません（ 改正法附則 34①一イ 、 軽減通達 10⑴）。  

   また、ホテル等の客室から 、ホテル等が直接運営する又はホテル等のテナント であるレス

ト ラ ン に対し て飲食料品を 注文し 、 そのレ スト ラ ンが客室に飲食料品を 届けるよ う ないわ

ゆるルームサービスは、ホテル等の客室内のテーブル、椅子等の飲食設備がある場所におい

て飲食料品を飲食さ せる役務の提供であり 、「 食事の提供」 に該当し 、 軽減税率の適用対象

と なり ません。  

 

（ ホテル等の客室に備え付けら れた冷蔵庫内の飲料等）  

【 答】  

軽減税率の適用対象と なら ない「 食事の提供」 と は、 飲食設備がある場所において飲食料

品を飲食さ せる役務の提供をいいます。  

ご質問のよう に、ホテル等の客室に備え付けら れた冷蔵庫内の飲料（ 酒税法に規定する酒

類を除き ます。） を販売する場合は、 単に飲食料品を販売するも のであるこ と から 、 飲食料

品を飲食さ せる役務の提供に該当せず、「 飲食料品の譲渡」 に該当し 、 軽減税率の適用対象

と なり ます（ 改正法附則 34①一）。  

 

（ バーベキュ ー施設での飲食等）  

【 答】  

   バーベキュ ー施設内で飲食する飲食料品について、 ご質問のよう にそのバーベキュ ー施

設を 運営する事業者から し か提供を 受けるこ と ができ ない場合には、 施設利用料と 食材代

を 区分し ていたと し ても 、 その全額が飲食に用いら れる設備において飲食料品を 飲食さ せ

る役務の提供に係る対価と 認めら れますので、 その全額が「 食事の提供」 の対価に該当し 、

軽減税率の適用対象と なり ません（ 改正法附則 34①一イ ）。  

   なお、 飲食料品を提供する事業者が、 バーベキュ ー施設を運営する事業者自体ではなく 、

その運営事業者の契約等によ り 、 顧客にバーベキュ ー施設の飲食設備を 利用さ せている事

業者である場合についても 同様です。  

 

 

問 53 ホテル等の客室に備え付けら れた冷蔵庫内の飲料を販売する場合は、 軽減税率の適用

対象と なり ますか。  

問 54 当社が運営するバーベキュ ー場は、 施設利用料１ 人 1,500 円のほか、 当社が準備し た

メ ニュ ーから 、それぞれお好みの肉の種類などを選んでいただき、別途食材代を支払っ て

いただく 、 いわゆる手ぶら バーベキュ ーサービスを行っ ています。  

こ の場合、 施設利用料と 食材代を 含めた全額が軽減税率の適用対象と なら ないのでし

ょ う か。  

（別紙１）
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（「 ケータ リ ング」 や「 出張料理」）  

【 答】  

軽減税率の適用対象と なる「 飲食料品の譲渡」 には、「 相手方が指定し た場所において行

う 加熱、 調理又は給仕等の役務を伴う 飲食料品の提供」（ いわゆる「 ケータ リ ング、 出張料

理」） は含まれないこ と と さ れています（ 改正法附則 34①一ロ、 軽減通達 12）。  

いわゆる「 ケータ リ ング、 出張料理」 は、 相手方が指定し た場所で、 飲食料品の提供を行

う 事業者が食材等を 持参し て調理し て提供するも のや、 調理済みの食材を当該指定さ れた

場所で加熱し て温かい状態で提供するこ と 等を いい、 具体的には以下のよう な場合が該当

し ます。  

① 相手方が指定し た場所で飲食料品の盛り 付けを行う 場合 

② 相手方が指定し た場所で飲食料品が入っ ている器を配膳する場合 

③ 相手方が指定し た場所で飲食料品の提供と と も に取り 分け用の食器等を 飲食に適する

状態に配置等を行う 場合 

 し たがっ て、 ご質問のいわゆる「 出張料理」 は、 顧客の自宅で調理を行っ て飲食料品を提

供し ているこ と から 、「 相手方の指定し た場所において行う 役務を伴う 飲食料品の提供」 に

該当し 、 軽減税率の適用対象と なり ません。  

なお、「 相手方が指定し た場所において行う 役務を伴う 飲食料品の提供」 であっ ても 、 次

の施設において行う 一定の基準を満たす※１ 飲食料品の提供については、 軽減税率の適用対

象と さ れています（ 改正法附則 34①一ロ、 改正令附則３ ②）。  

① 老人福祉法第29条第１ 項の規定によ る届出が行われている 有料老人ホームにおいて、

当該有料老人ホームの設置者又は運営者が、 当該有料老人ホームの一定の入居者※２ に対

し て行う 飲食料品の提供 

② 「 高齢者の居住の安定確保に関する法律」 第６ 条第１ 項に規定する登録を受けたサービ

ス付き 高齢者向け住宅において、 当該サービス付き 高齢者向け住宅の設置者又は運営者

が、 当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対し て行う 飲食料品の提供 

③ 学校給食法第３ 条第２ 項に規定する義務教育諸学校の施設において、 当該義務教育諸

学校の設置者が、 その児童又は生徒の全て ※３ に対し て学校給食と し て行う 飲食料品の提

供 

④ 「 夜間課程を置く 高等学校における学校給食に関する法律」 第２ 条に規定する夜間課程

を置く 高等学校の施設において、当該高等学校の設置者が、当該夜間過程において行う 教

育を受ける生徒の全て※３ に対し て夜間学校給食と し て行う 飲食料品の提供 

⑤ 「 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律」 第２ 条に規定する

特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設において、当該特別支援学校の設置者が、その幼

児又は生徒の全て※３ に対し て学校給食と し て行う 飲食料品の提供 

問 55 顧客の自宅で調理を行っ て飲食料品を提供する「 出張料理」 は、 軽減税率の適用対象

と なり ますか。  

（別紙１）
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⑥ 学校教育法第１ 条に規定する幼稚園の施設において、当該幼稚園の設置者が、その施設

で教育を受ける幼児の全て※３ に対し て学校給食に準じ て行う 飲食料品の提供 

⑦ 学校教育法第１ 条に規定する特別支援学校に設置さ れる寄宿舎において、 当該寄宿舎

の設置者が、 当該寄宿舎に寄宿する幼児、 児童又は生徒に対し て行う 飲食料品の提供 

 

※１  上記①～⑦の施設の設置者等が同一の日に同一の者に対し て行う 飲食料品の提供

の対価の額（ 税抜き ） が一食につき 640円以下であるも ののう ち、 その累計額が1,920

円に達するまでの飲食料品の提供であるこ と と さ れています。また、累計額の計算方

法につき あら かじ め書面で定めている場合にはその方法によるこ と と さ れています

（ 平成28年財務省告示第100号） 。  

※２  60歳以上の者、要介護認定・ 要支援認定を受けている60歳未満の者又はそれら の者

の配偶者に限ら れます。  

※３  アレ ルギーなどの個別事情により 全ての児童又は生徒に対し て提供するこ と がで

き なかっ たと し ても 軽減税率の適用対象と なり ます。  

 

（ 家事代行）  

【 答】  

   軽減税率の適用対象と なる「 飲食料品の譲渡」 には、「 相手方が指定し た場所において行

う 加熱、 調理又は給仕等の役務を伴う 飲食料品の提供」（ いわゆる「 ケータ リ ング、 出張料

理」） は含まれないこ と と さ れています（ 改正法附則 34①一ロ、 軽減通達 12）。  

ご質問のよう に、顧客の自宅で料理を行い、飲食料品を提供するサービスは、いわゆる「 ケ

ータ リ ング、 出張料理」 に該当し ますので、 軽減税率の適用対象と なり ません。  

 

（ 出前の適用税率）  

【 答】  

   そばの出前、宅配ピザの配達は、顧客の指定し た場所まで単に飲食料品を届けるだけであ

るため、「 飲食料品の譲渡」 に該当し 、 軽減税率の適用対象と なり ます（ 改正法附則 34①）。  

  （ 注）  顧客の指定し た場所まで単に飲食料品を届けるこ と は、「 食事の提供」 には該当せ

ず、 また、 いわゆる「 ケータ リ ング、 出張料理」 にも 該当し ません。  

  

問 56 当社は、 お客様の自宅に伺っ て料理代行サービス（ 食材持込） を行っ ており ますが、

こ のサービスは、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

問 57 そばの出前、 宅配ピザの配達は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

（別紙１）
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（ 社内会議室への飲食料品の配達）  

【 答】  

ご質問の飲料の配達は、 顧客の指定し た場所まで単に飲料を届けるよう な場合、「 飲食料

品の譲渡」 に該当し 、 軽減税率の適用対象と なり ます（ 改正法附則 34①）。  

ただし 、 その飲料の配達後に、 会議室内で給仕等の役務の提供が行われる場合には、 い

わゆる「 ケータ リ ング、 出張料理」 に該当し 、 軽減税率の適用対象と なり ません（ 改正法

附則 34①一ロ、 軽減通達 12）。  

 

（ 配達先での飲食料品の取り 分け）  

【 答】  

軽減税率の適用対象と なる「 飲食料品の譲渡」 には、「 相手方が指定し た場所において行

う 加熱、 調理又は給仕等の「 役務」 を伴う 飲食料品の提供（ いわゆる「 ケータ リ ング、 出

張料理」） は含まないこ と と さ れています（ 改正法附則 34①一ロ、 軽減通達 12）。  

こ の「 役務」 には、「 盛り 付け」 を含むと さ れていますが、 飲食料品の譲渡に通常必要な

行為である、 例えば、 持ち帰り 用のコ ーヒ ーをカ ッ プに注ぐ よう な、 容器への「 取り 分け」

行為は、 含まれません。  

し たがっ て、 ご質問の「 味噌汁を取り 分け用の器に注ぐ 」 と いう 行為は、 味噌汁の販売

に必要な行為である「 取り 分け」 に該当し 、 ケータ リ ングに該当し ません（ 味噌汁付弁当

の全体が軽減税率の適用対象と なり ます。）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 58 当社では、 当社内の喫茶室を営業し ている事業者に依頼し て、 社内の会議室まで飲料

を配達し ても ら う こ と があり ます。こ のよう な場合の飲料の配達は、軽減税率の適用対象

と なり ますか。【 平成 29 年１ 月追加】  

問 59 当社は、 味噌汁付弁当の販売・ 配達を行っ ています。 弁当と 味噌汁を配達する際には、

配達先で味噌汁を 取り 分け用の器に注いで一緒に提供し ていますが、 こ の場合の味噌汁

付弁当の販売は、 ケータ リ ングに該当し ますか。【 平成 30 年１ 月追加】  

（別紙１）
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（ 有料老人ホームの飲食料品の提供）  

【 答】  

   軽減税率の適用対象と なる有料老人ホームにおいて行う 飲食料品の提供と は、 老人福祉

法第29条第１ 項の規定によ る届出が行われている有料老人ホームにおいて、 当該有料老人

ホームの設置者又は運営者が、 当該有料老人ホームの一定の入居者に対し て行う 飲食料品

の提供をいいます（ 改正法附則34①一ロ、 改正令附則３ ②一） 。  

   また、 軽減税率の適用対象と なる サービス付き 高齢者向け住宅において行う 飲食料品の

提供と は、「 高齢者の居住の安定確保に関する法律」 第６ 条第１ 項に規定する登録を受けた

サービ ス付き 高齢者向け住宅において、 当該サービス付き 高齢者向け住宅の設置者又は運

営者が、 当該サービス付き 高齢者向け住宅の入居者に対し て行う 飲食料品の提供を いいま

す（ 改正令附則３ ②二） 。  

   こ れら の場合において、有料老人ホーム等の設置者又は運営者が、同一の日に同一の者に

対し て行う 飲食料品の提供の対価の額（ 税抜き）が一食につき 640円以下であるも ののう ち、

その累計額が1,920円に達するまでの飲食料品の提供であるこ と と さ れています。  

   ただし 、設置者等が同一の日に同一の入居者等に対し て行う 飲食料品の提供のう ち、その

累計額の計算の対象と なる飲食料品の提供（ 640円以下のも のに限る。 ） をあら かじ め書面

により 明ら かにし ている場合には、 その対象飲食料品の提供の対価の額により その累計額

を計算するも のと さ れています（ 平成28年財務省告示第100号） 。  

   ご質問の飲食料品の提供について、あら かじ め書面により 、その累計額の計算の対象と な

る飲食料品の提供を明ら かにし ていない場合は以下のと おり と なり ます。  

 

朝食（ 軽減）   昼食（ 軽減）    間食（ 軽減）    夕食（ 標準）   合計（ 内軽減税率対象） 

  500円≦640円  550円≦640円  500円≦640円  640円≦640円 ＝ 2,190円（ 1,550円）  

(累計 500 円)   (累計 1,050 円)   (累計 1,550 円)   (累計 2,190 円) 

   夕食は、一食につき 640 円以下ですが、朝食から 夕食までの対価の額の累計額が 1,920 円

を超えていますので、 夕食については、 軽減税率の適用対象と なり ません。  

   なお、 あら かじ め書面において、 累計額の計算の対象と なる飲食料品の提供を、 朝食、 昼

食、 夕食と し ていた場合は以下のと おり と なり ます。  

朝食（ 軽減）   昼食（ 軽減）    間食（ 標準）    夕食（ 軽減）   合計（ 内軽減税率対象） 

  500円≦640円  550円≦640円  500円≦640円  640円≦640円 ＝ 2,190円（ 1,690円）  

(累計 500 円)   (累計 1,050 円)  累計対象外      (累計 1,690 円) 

 

問 60 当社は、 有料老人ホームを運営し ています。 提供する食事は全て税抜価格で、朝食 500

円、 昼食 550 円、 夕食 640 円で、 昼食と 夕食の間の 15 時に 500 円の間食を提供し ていま

す。  

   こ れら の食事は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

（別紙１）
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（ 学生食堂）  

【 答】  

   軽減税率の適用対象と なる「 学校給食」 と は、 学校給食法第３ 条第２ 項に規定する義務教

育諸学校の施設において、当該施設の設置者が、その児童又は生徒の全てに対し て学校給食

と し て行う 飲食料品の提供を いいますので、 利用が選択制である学生食堂での飲食料品の

提供はこ れに該当し ません（ 改正法附則 34①一イ 、 改正令附則３ ②三）。  

   また、学生食堂での飲食料品の提供は、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食さ せ

る役務の提供に該当し ますので、 軽減税率の適用対象と なり ません。  

 

 

 

 

 

 

（ 病院食）  

【 答】  

   健康保険法等の規定に基づく 入院時食事療養費に係る病院食の提供は非課税と さ れてい

るこ と から 、 消費税は課さ れません（ 消法６ ①、 消法別表１ 六、 消令 14）。  

   なお、患者の自己選択により 、特別メ ニュ ーの食事の提供を受けている場合に支払う 特別

の料金については、 非課税と なり ません。 また、 病室等で役務を伴う 飲食料品の提供を行う

も のですので、「 飲食料品の譲渡」 に該当せず、 軽減税率の適用対象と なり ません（ 改正法

附則 34①一ロ）。  

 

（ 飲食料品の提供に係る委託）  

【 答】  

軽減税率の適用対象と なる有料老人ホームにおいて行う 飲食料品の提供は、 有料老人ホ

ームの設置者又は運営者が、 当該有料老人ホームの一定の入居者に対し て行う 飲食料品の

提供に限ら れています（ 改正法附則 34①一ロ、 改正令附則３ ②一）。 貴社が有料老人ホー

ムと の給食調理委託契約に基づき行う 食事の調理は、 受託者である貴社が、 委託者である

問 61 当校は、 学生食堂を設けています。 利用は生徒の自由ですが、 こ の学生食堂の飲食料

品の提供は、 学校給食法の規定に基づく 「 学校給食」 と し て、 軽減税率の適用対象と なり

ますか。  

問 62 病院食は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

問 63 当社は、 給食事業を営んでいます。 有料老人ホームと の給食調理委託契約に基づき 、

その有料老人ホームにおいて入居者に提供する食事の調理を 行っ ていますが、 当社の行

う 受託業務についても 、 軽減税率の適用対象と なり ますか。【 平成 29 年１ 月追加】  

【 参考】  
○ 学校給食法 

第三条 こ の法律で「 学校給食」 と は、 前条各号に掲げる目標を達成するために、 義務教育諸学校にお

いて、 その児童又は生徒に対し 実施さ れる給食をいう 。  

２  こ の法律で「 義務教育諸学校」 と は、 学校教育法（ 昭和二十二年法律第二十六号） に規定する小学

校、 中学校、 義務教育学校、 中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若し く は中学部をい

う 。  

 

（別紙１）
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有料老人ホームに対し て行う 食事の調理に係る役務の提供ですので、 軽減税率の適用対象

と なり ません（ 軽減通達 13）（ 問 60（ 有料老人ホームの飲食料品の提供） 参照）。  

 

 

  

（別紙１）
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Ⅳ 「 一体資産」 の適用税率の判定 

（ 食玩）  

【 答】  

 食品と 食品以外の資産が一体と し て販売さ れるも の（ あら かじ め一の資産を形成し 、又は

構成し ているも のであっ て、 その一の資産に係る価格のみが提示さ れているも の） は、 次の

いずれの要件も 満たす場合、 その全体が軽減税率の適用対象と なり ます（ 改正法附則 34①

一、 改正令附則２ ）。  

  ① 一体資産の譲渡の対価の額（ 税抜価額） が１ 万円以下であるこ と  

  ② 一体資産の価額のう ちに当該一体資産に含まれる食品に係る 部分の価額の占める割合

と し て合理的な方法により 計算し た割合が３ 分の２ 以上であるこ と  

   し たがっ て、 ご質問の商品が①及び②に該当する場合には、「 飲食料品」 に含まれるこ と

から 、 その販売は「 飲食料品の譲渡」 に該当し 、 軽減税率の適用対象と なり ます。  

 

（ 高価な容器に盛り 付けら れた洋菓子）  

【 答】  

 飲食料品の販売に際し 、使用さ れる容器が、その販売に付帯し て通常必要なも のと し て使

用さ れるも のであると きは、 その容器も 含め、 飲食料品の譲渡に該当し ます。  

食品と 食品以外の資産が一体と し て販売さ れるも の（ あら かじ め一の資産を形成し 、又は

構成し ているも のであっ て、 その一の資産に係る価格のみが提示さ れているも の） は、 次の

いずれの要件も 満たす場合、 その全体が軽減税率の適用対象と なり ます（ 改正法附則 34①

一、 改正令附則２ ）。  

  ① 一体資産の譲渡の対価の額（ 税抜価額） が１ 万円以下であるこ と  

② 一体資産の価額のう ちに当該一体資産に含まれる食品に係る 部分の価額の占める 割合

と し て合理的な方法により 計算し た割合が３ 分の２ 以上であるこ と  

ご質問の商品は、 洋菓子より 専用容器の方が高価であるこ と から 、 ②に該当し ないため、

「 飲食料品」 に含まれません。  

   し たがっ て、ご質問の洋菓子と 専用容器の販売は、商品全体が軽減税率の適用対象と なり

ません。  

 

 

 

問 64 菓子と 玩具により 構成さ れている、 いわゆる食玩は、 軽減税率の適用対象と なり ます

か。  

問 65 ケーキ等の洋菓子をカ ッ プ等の専用容器に盛り 付けて販売し ていますが、 こ の専用容

器は特注品で、食器と し て再利用でき るも のと なっ ており 、菓子より も 高価です。 こ の商

品の販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

（別紙１）
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（ 食品と 食品以外の資産で構成さ れた福袋）  

【 答】  

 食品と 食品以外の資産が一体と し て販売さ れるも の（ あら かじ め一の資産を形成し 、又は

構成し ているも のであっ て、 その一の資産に係る価格のみが提示さ れているも の） は、 次の

いずれの要件も 満たす場合、 その全体が軽減税率の適用対象と なり ます（ 改正法附則 34①

一、 改正令附則２ ）。  

  ① 一体資産の譲渡の対価の額（ 税抜価額） が１ 万円以下であるこ と  

  ② 一体資産の価額のう ちに当該一体資産に含まれる食品に係る 部分の価額の占める割合

と し て合理的な方法により 計算し た割合が３ 分の２ 以上であるこ と  

   し たがっ て、 ご質問の福袋が①及び②に該当する場合には、「 飲食料品」 に含まれるこ と

から 、 その販売は「 飲食料品の譲渡」 に該当し 、 軽減税率の適用対象と なり ます。  

 

（ 一万円以下の判定単位）  

【 答】  

軽減税率の適用対象と なる一体資産かどう かの判定に当たり 、 一体資産の譲渡の対価の額

（ 税抜き） が 10,000 円以下かどう かは、 セッ ト 商品１ 個当たり の販売価格で判定するこ と と

なり ます。  

し たがっ て、 ご質問のセッ ト 商品１ 個当たり の税抜き 販売価格は、 1,000 円（ 100,000 円÷

100 個） と なり ますので、 一体資産の譲渡の対価の額（ 税抜価額） は、 10,000 円以下と なり ま

す。  

 

（ 一体資産に含まれる食品に係る部分の割合と し て合理的な方法により 計算し た割合）  

【 答】  

食品と 食品以外の資産が一体と し て販売さ れるも の（ あら かじ め一の資産を形成し 、又は

構成し ているも のであっ て、 その一の資産に係る価格のみが提示さ れているも の。） は、 次

問 66 食品と 食品以外の商品で構成さ れた福袋の販売は、軽減税率の適用対象と なり ますか。 

問 67 当社では、 紅茶と ティ ーカ ッ プを仕入れてパッ ケージングし 、 セッ ト 商品と し て小売

事業者に卸売販売し ています。 販売に際し ては、 100 個単位で販売し ており 、 販売価格を

100,000 円（ 税抜き ） と し ています。  

   こ の場合、軽減税率の適用対象と なる一体資産かどう かの判定に当たり 、一体資産の譲

渡の対価の額（ 税抜き ） が 10,000 円以下かどう かは、 どのよう に判定するこ と になり ま

すか。【 平成 30 年１ 月追加】  

問 68 当社では、 紅茶と ティ ーカ ッ プを仕入れてパッ ケージングし てセッ ト 商品と し て税抜

価格 1,000 円で販売し よう と 考えています。こ れら 商品のそれぞれの仕入価格は、以下の

と おり です。こ のセッ ト 商品は、軽減税率の適用対象と なる「 一体資産」 に該当し ますか。 

仕入価格（ 税込み）： 紅茶 450 円、 ティ ーカ ッ プ 200 円    

（別紙１）
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のいずれの要件も 満たす場合、 その全体が軽減税率の適用対象と なり ます（ 改正法附則 34

①一、 改正令附則２ ）。  

① 一体資産の譲渡の対価の額（ 税抜価額） が１ 万円以下であるこ と  

② 一体資産の価額のう ちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める 割合

と し て合理的な方法により 計算し た割合が３ 分の２ 以上であるこ と  

    

②の割合は、 事業者の販売する商品や販売実態等に応じ 、 例えば、 次の割合など、 事業者

が合理的に計算し た割合であればこ れによっ て差し 支えないと さ れています（ 軽減通達５ ）。 

  イ  その一体資産の譲渡に係る売価のう ち、 合理的に計算し た食品の売価の占める割合 

  ロ その一体資産の譲渡に係る原価のう ち、 合理的に計算し た食品の原価の占める割合 

   ご質問の商品は、次のと おり ロに示し た計算方法によっ て計算し 、その結果食品に係る部

分の割合が３ 分の２ 以上であるも のに該当し ます。  

   紅茶（ 食品） の原価    一体資産の譲渡の原価      一体資産の譲渡の原価のう ち 、 食品の占める 割合 

     450 円    ／   650 円    ≒  69.2％  ≧ ３ 分の２ （ 66． 666…％）  

し たがっ て、ご質問の商品は、食品と 食品以外の資産をセッ ト 商品と し て 1,000 円と いう  

価格のみを提示し て販売し ているこ と から 、一体資産に該当し 、その対価の額が１ 万円以下

であり 、 かつ、 食品に係る部分の価額の占める割合が３ 分の２ 以上のも のと なり ますので、

その販売は、 全体が軽減税率の適用対象と なり ます。  

 

（ 食品と 酒類のセッ ト 販売時の一括値引）  

【 答】  

   「 一体資産」 と は、 食品と 食品以外の資産があら かじ め一の資産を形成し 、 又は構成し て

いるも の（ 一の資産に係る価格のみが提示さ れているも のに限り ます。） をいいます。  

ご質問のよう に、ビールと 惣菜をそれぞれ別々の商品と し て販売し ている場合に、こ れら

の商品を組み合わせて、一括で値引き を行っ て販売すると きは、あら かじ め一の資産を形成

し 、又は構成し ているも のではないこ と から 、「 一体資産」に該当し ません（ 改正法附則 34①、

改正令附則２ 、 軽減通達４ ）。  

なお、一括し て値引きを行っ た場合のそれぞれの値引き 後の対価の額は、それぞれの資産

の値引き 前の対価の額等によ り あん分するなど合理的に算出するこ と と なり ます（ 軽減通

達 15）。  

   また、 惣菜（ 食品） の販売は「 飲食料品の譲渡」 に該当し 、 軽減税率の適用対象と なり ま

すが、 酒税法に規定する酒類であるビールの販売は、 軽減税率の適用対象と なり ません（ 問

11（ お酒の販売） 参照）。  

問 69 ビールと 惣菜を単品で販売するほか、 セッ ト で購入し た方に一括で値引きし て販売し

ていますが、「 一体資産」 に該当し ますか。  

また、 値引額は、 どのよう な取扱いになり ますか。  

（別紙１）
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  （ 参考）  例えば、 顧客が割引券等を利用し たこ と により 、 こ れら 同時に行っ た資産の譲渡

等を対象と し て一括し て対価の額の値引き が行われており 、その資産の譲渡等に係

る適用税率ごと の値引額又は値引額控除後の対価の額が明ら かでないと きは、割引

券等による値引額をその資産の譲渡等に係る価額の比率により あん分し 、適用税率

ごと の値引額及び値引額控除後の対価の額を区分するこ と と さ れています。  

当該資産の譲渡等に際し て顧客へ交付する領収書等の書類により 適用税率ごと

の値引額又は値引額控除後の対価の額が確認でき ると き は、 当該資産の譲渡等に

係る値引額又は値引額控除後の対価の額が、 適用税率ごと に合理的に区分さ れて

いるも のに該当するこ と と さ れています（ 軽減通達 15）。  

 

（ 合理的な割合が不明な小売事業者等）  

【 答】  

   ご質問のよう に、小売業や卸売業等を営む事業者が、一体資産に該当する商品を仕入れて

販売する場合において、 販売する対価の額（ 税抜き ） が１ 万円以下であれば、 その課税仕入

れのと きに仕入先が適用し た税率をそのまま適用し て差し 支えあり ません。  

  

問 70 当社は、 小売業を営んでおり 、 食玩を販売し ています。 その食玩に含まれる食品に係

る部分の価額に占める割合が不明ですが、 仕入れの際に仕入先が適用し た税率を 適用し

て販売するこ と も 認めら れますか。  

（別紙１）
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Ⅴ 「 新聞の譲渡」 の範囲等 

（ いわゆるスポーツ新聞や業界紙の販売）   

【 答】   

   軽減税率の適用対象と なる「 新聞」 と は、 定期購読契約が締結さ れた週２ 回以上発行さ れ

る、 一定の題号を用い、 政治、 経済、 社会、 文化等に関する一般社会的事実を掲載するも の

です（ 改正法附則 34①二）。  

   し たがっ て、 いわゆるスポーツ新聞や業界紙、 日本語以外の新聞等についても 、 １ 週に２

回以上発行さ れる新聞で、定期購読契約に基づく 譲渡であれば、軽減税率の適用対象と なり

ます。  

 

（「 定期購読契約」 に基づく 新聞の範囲）  

【 答】  

   軽減税率の適用対象である「 新聞」 は、 定期購読契約に基づく も のと さ れており 、「 定期

購読契約」 と は、 その新聞を 購読し よう と する者に対し て、 その新聞を定期的に継続し て供

給するこ と を約する契約をいいます（ 改正法附則 34①二）。  

   し たがっ て、コ ンビニエンススト ア等の新聞の販売は、定期購読契約に基づく も のではな

いため軽減税率の適用対象と なり ません。  

 

（ １ 週に２ 回以上発行する新聞）  

【 答】  

   軽減税率の適用対象と なる「 １ 週に２ 回以上発行する新聞」 と は、 通常の発行予定日が週

２ 回以上と さ れている新聞を いいますので、 国民の祝日及び通常の頻度で設けら れている

新聞休刊日によっ て発行が１ 週に１ 回以下と なる週があっ ても 「 １ 週に２ 回以上発行する

新聞」 に該当し ます（ 改正法附則 34①二、 軽減通達 14）。  

し たがっ て、 ご質問の新聞が、定期購読契約に基づく も のであれば、 軽減税率の適用対象

と なり ます。  

 

 

 

 

 

問 71 いわゆるスポーツ新聞や業界紙の販売は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

問 72 コ ンビニエンススト アで販売する新聞は、 軽減税率の適用対象と なり ますか。  

問 73 当社が販売する新聞は、 通常週２ 回発行さ れていますが、 休刊日により 週に１ 回し か

発行さ れない場合があり ます。こ の場合の新聞の販売は、軽減税率の適用対象と なり ます

か。  

（別紙１）
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（ 電子版の新聞）  

【 答】  

   軽減税率の適用対象と なる「 新聞の譲渡」 と は、 一定の題号を用い、 政治、 経済、 社会、

文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞（ １ 週に２ 回以上発行する新聞に限り ます。）

の定期購読契約に基づく 譲渡をいいます（ 改正法附則 34①二）。  

   他方、イ ンタ ーネッ ト を通じ て配信する電子版の新聞は、電気通信回線を介し て行われる

役務の提供である「 電気通信利用役務の提供」 に該当し 、「 新聞の譲渡」 に該当し ないこ と

から 、 軽減税率の適用対象と なり ません（ 消法２ ①八の三）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 74 イ ンタ ーネッ ト を通じ て配信する電子版の新聞は、軽減税率の適用対象と なり ますか。 

（別紙１）
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Ⅵ 区分記載請求書等の記載方法等 

（ 課税資産の譲渡等の内容の記載の程度）  

【 答】    

現行の仕入税額控除制度（ 請求書等保存方式） においても 、 保存すべき 請求書等には課税

資産の譲渡等の内容の記載が必要と なっ ています。  

区分記載請求書等保存方式における区分記載請求書等には、  

① 課税資産の譲渡等（ 軽減対象資産の譲渡等を除き ます。） に係る資産又は役務の内容 

② 当該課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、 資産の内容及び軽減

対象資産の譲渡等である旨 

が記載さ れていなければなり ません（ 改正法附則 34②）。  

し たがっ て、 課税資産の譲渡等の内容については、 その内容が軽減対象資産であるか、 そ

れ以外の資産であるかが明確になるよう 、 現行の請求書等と 同様に、 基本的には、 個別の商

品名等の記載が行われている必要があり ます。  

ただし 、 取引当事者間で当該資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等かどう かの判別が明

ら かである場合は、資産の内容等について商品コ ード 等による表示も 認めら れています（ 軽

減通達 18）。  

  

問 75 区分記載請求書等保存方式の要件を満たす請求書等に記載すべき課税資産の譲渡等の

内容は、 どの程度まで詳し く 記載する必要があり ますか。  

（別紙１）
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（ 多数の商品登録が行えないレ ジにより 発行するレ シート に係る課税資産の譲渡等の内容の記

載の程度）  

【 答】  

ご質問のよう な事情がある場合に交付さ れる当該レ シート は、 区分記載請求書等保存方

式における請求書等と し て認めら れます。  

平成 31 年（ 2019 年） 10 月から 、 仕入税額控除の要件と し て保存すべき請求書等には、 以

下の事項が記載さ れているこ と が必要です（ こ れまでの請求書等の記載事項に加え、下線部

分が追加さ れまし た。 改正法附則 34②）。  

㋑ 書類の作成者の氏名又は名称 

㋺ 課税資産の譲渡等を 行っ た年月日 

㋩ 課税資産の譲渡等に係る 資産又は役務の内容 

（ 課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である 場合には、 資産の内容及び軽減

対象資産の譲渡等である 旨）  

㋥ 税率ご と に合計し た課税資産の譲渡等の対価の額 

㋭ 書類の交付を 受ける 当該事業者の氏名又は名称 

問 76 当店は、 八百屋を営む免税事業者です。 野菜のほか一部台所用品等の雑貨も 販売し て

います。 顧客は主に消費者ですが、 近隣の飲食店等の事業者と も 取引し ています。  

平成 31 年（ 2019 年） 10 月から 、 当店が発行するレシート を区分記載請求書等保存方式

における請求書等と し ての記載事項を満たすも のにし たいと 考えています。 し かし なが

ら 、 当店のレジは、 税率ごと の区分記載は行えますが、 多数の商品登録が行えません。  

こ のため、 資産の内容の記載について、 個々の商品の名称でなく 下記のよう に「 野菜」

等、当店が販売し ている商品の一般的総称で記載するこ と を考えていますが、こ のよう な

レシート も 区分記載請求書等保存方式の要件を満たす請求書等に該当し ますか。  

【 平成 28 年 11 月改訂】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※ 枠囲みの事項が平成 31 年（ 2019 年） 10 月から 追加さ れた記載事項に該当し ます。  

八百○ 

東京都・ ・ ・  

XX年11月1日 

 領 収 書  

 

野菜※  1   \108 

野菜※  1   \972 

雑貨   1   \330 

合 計          \1,410 

（ 10％対象   \330）  

（ ８ ％対象  \1,080）  

 

お預り          \1,500 

お 釣         \90  

※印は軽減税率対象商品 

記載事項㋥ 

記載事項㋩ 

（別紙１）
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  なお、 小売業等にあっ ては、 ㋭の記載事項は必要あり ま せん（ 消法30⑨一） 。  

と こ ろ で、 個人商店等を はじ め、 中小の小売店等が利用し ている レ ジには、 多数の商品

を 登録でき ないも のがあり ま すが、 こ のよ う なレ ジでは、 個別の商品名等を 登録する こ と

が事実上不可能です。 こ のよ う な場合には、 その店舗が取り 扱っ ている 商品の一般的な総

称（ 例えば、 八百屋であれば「 野菜」 、 精肉店であれば「 肉」 、 又は一括し て「 食品」 や

「 飲食料品」 と の記載） の記載であっ ても 、 取引さ れた資産が、 ①課税資産の譲渡等に係

る も のである こ と 、 ②軽減対象資産と それ以外のも のである こ と が、 交付を 受けた事業者

において把握でき る 程度のも のであれば、区分記載請求書等保存方式における 請求書等の

記載事項である 「 資産の内容」 を 満たすも のと し て取り 扱われます。  

ご質問のレ シート は、 小売業者が発行する も ので、 前述の①、 ②を 含め、 請求書等の記

載事項である ㋑から ㋥の事項を 満たし ていますので、当該レ シ ート の交付を 受けた事業者

における 区分記載請求書等保存方式の請求書等に該当する こ と と なり ます。  

課税事業者である 小売業者も 、 ご質問のよ う なレ ジを 導入し ている 場合には、 同様に

取り 扱われます。  

 

（ 注）  ３ 万円未満の取引に係る仕入税額控除については、従前同様に請求書等の保存がなく

ても 、法令に規定する事項が記載さ れた帳簿の保存のみで適用するこ と ができ ます（ 消

法 30⑦、 消令 49①一）。 こ の際、 帳簿には、 こ れまでの記載事項に加え、「 軽減対象資

産の譲渡等に係るも のである旨」を記載するこ と が要件と なり ます（ 改正法附則 34②）。 

 

※ 以下のレシート のよう に「 部門01」 などによる記載は、 取引の内容が記載さ れていると

言えませんので、 一般的には記載事項を満たし ていないこ と と なり ますのでご留意く ださ

い。  

 

 

 

 

 

 

  

該当し ない例 

 ○○精肉店 

東京都・ ・ ・  

XX年11月1日 

 領 収 書  

 

部門01※ 1  \500 

部門02※ 1  \980 

部門03  1  \1500 

合 計       \2,980 

 （ 10％対象   \1,500）  

 （ ８ ％対象   \1,480）  

 

お預り         \3,000 

お 釣          \20 

※印は軽減税率対象商品 

（別紙１）
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（ 一定期間分の取引のまと め記載）  

【 答】     

請求書等を 課税期間の範囲内で一定期間分の取引についてまと めて作成する 場合、 その

請求書等に記載すべき課税資産の譲渡等を行っ た年月日については、○月○日と いっ た個々

の日付でなく ても 、 その一定期間を記載すればよいこ と と さ れています（ 消法 30⑨一ロ）。 

ただし 、一定期間分の取引をまと めて作成し た請求書等であっ ても 、平成 31 年（ 2019 年）

10 月以降は現行の制度において必要と さ れている記載事項に加えて、「 軽減対象資産の譲渡

等である旨」 及び「 税率ごと に合計し た課税資産の譲渡等の対価の額」 が追加さ れます（ 改

正法附則 34②）。  

また、 例えば、 同一の商品（ 一般的な総称による区分が同一と なるも の） を一定期間に複

数回購入し ているよう な場合、 その一定期間分の請求書等に一回ごと の取引の明細が記載

又は添付さ れていなければなり ませんが、請求書等に記載すべき「 軽減対象資産の譲渡等で

ある旨」 については同一の商品をまと めて、 記載し ても 差し 支えあり ません。  

し たがっ て、 ご質問の「 11/１ ～11/30 野菜※」 と いっ たよう に、 11 月分の同一の商品

をまと めた上で、「 ※」 を 記載するなどし 、 軽減対象資産であるこ と を明ら かにし ている場

合、 請求書に取引の明細が添付さ れていれば「 軽減対象資産の譲渡等である旨」 の記載と し

て認めら れるこ と と なり ます。  

（ 参考）  「 課税仕入れに係る資産又は役務の内容」 の記載例 

   ・  青果店・ ・ ・ ・ 野菜、 果実、 青果 

   ・  魚介類の卸売業者・ ・ ・ ・ 魚類、 乾物 

   ・  一般の事業者の文房具類の購入・ ・ ・ ・ 文房具 

  

問 77 当店は、 青果の卸売業を営んでいますが、 日々の納品書において個々の販売商品の名

称を記載し て発行し 、 一定期間の取引をまと めて請求書等を作成し ています。  

こ の場合、区分記載請求書等に記載するこ と と なる「 軽減対象資産の譲渡等である旨」

についても 、 個別の品名ごと に記載するのではなく 、「 11/１ ～11/30 野菜※（ ※は軽減

対象資産の譲渡等）」 のよう に一定期間分をまと めて記載し ても よいですか。  

【 平成 28 年 11 月改訂】  

（別紙１）
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（ 小規模小売事業者が交付する請求書等に係る記載事項）  

【 答】   

平成 31 年（ 2019 年） 10 月から 、 仕入税額控除の要件と し て保存すべき請求書等には、 以

下の事項が記載さ れているこ と が必要です（ こ れまでの請求書等の記載事項に加え、下線部

分が追加さ れまし た。 改正法附則 34②）。  

㋑ 書類の作成者の氏名又は名称 

㋺ 課税資産の譲渡等を 行っ た年月日 

㋩ 課税資産の譲渡等に係る 資産又は役務の内容 

（ 課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である 場合には、 資産の内容及び軽減

対象資産の譲渡等である 旨）  

㋥ 税率ごと に合計し た課税資産の譲渡等の対価の額（ 税込価格）  

㋭ 書類の交付を 受ける 当該事業者の氏名又は名称 

ただし 、３ 万円未満の取引に係る仕入税額控除については、従前同様に請求書等の保存が

なく ても 、法令に規定する事項が記載さ れた帳簿の保存のみで適用するこ と ができます（ 消

法 30⑦、 消令 49①一）。 こ の際、 帳簿には、 こ れまでの記載事項に加え、「 軽減対象資産の

譲渡等に係るも のである旨」 を記載するこ と が要件と なり ます（ 改正法附則 34②）。  

 し たがっ て、ご質問の場合、事業者と の取引が３ 万円未満の少額な取引のみと いう こ と で

すので、 取引の相手方である事業者が、 仕入税額控除を適用するためには、 従前同様、 請求

書の保存の必要はあり ません。  

し かし ながら 、取引先の経理処理の関係上、取引内容等について軽減対象資産の譲渡等か

否か等の表示を求めら れるこ と も あると 考えら れますので、こ のよう なこ と も 踏まえ、レジ

の改修やレシート への手書き 補完、又は別途領収書を個別に発行するなど、貴店の取引先と

の関係も 踏まえ、 対応についてご検討く ださ い。  

 

 

  

問 78 当店は、 商店街において、 主に消費者向けの鮮魚の小売を行っ ています。 こ れまで、

事業者と の取引においても 、３ 万円未満の少額な取引のみであり 、顧客に交付する領収書

に商品の詳細な内容を記載するこ と を求めら れていませんでし た。  

軽減税率制度の実施に伴い、 平成 31 年（ 2019 年） 10 月から 、 当店が交付する領収書の

記載内容に変更はあるのでし ょ う か。【 平成 28 年 11 月改訂】  

（別紙１）



- 38 - 

 

（ レシート に係る記載内容）  

【 答】     

平成 31 年（ 2019 年） 10 月から 、 仕入税額控除の要件と し て保存すべき請求書等には、 以

下の事項が記載さ れているこ と が必要です（ こ れまでの請求書等の記載事項に加え、下線部

分が追加さ れまし た。 改正法附則 34②）。  

㋑ 書類の作成者の氏名又は名称 

㋺ 課税資産の譲渡等を 行っ た年月日 

㋩ 課税資産の譲渡等に係る 資産又は役務の内容 

（ 課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である 場合には、 資産の内容及び軽減

対象資産の譲渡等である 旨）  

㋥ 税率ご と に合計し た課税資産の譲渡等の対価の額（ 税込価格）  

㋭ 書類の交付を 受ける 当該事業者の氏名又は名称 

し たがっ て、貴店の対応と し ては、こ れまで請求書等保存方式における請求書等と し ての

記載事項を満たすも のを取引先に交付し ていたため、 平成 31 年（ 2019 年） 10 月から は区分

記載請求書等保存方式における請求書等と し て、 こ れまでの記載事項に加え、 次のよう に

「 軽減対象資産の譲渡等である旨」 及び「 税率ごと に合計し た課税資産の譲渡等の対価の

額」 を記載するこ と が必要です。  

  

問 79 当店は、 小売業（ スーパー） を営む事業者です。 こ れまで、 現行の制度における記載

事項を満たす請求書等と し て、 下記のよう なレシート を取引先に交付し ています。  

今後、 平成 31 年（ 2019 年） 10 月から は、 区分記載請求書等保存方式における請求書等

と し ての記載事項を満たすレシート を取引先に交付し たいと 考えています。こ の場合、当

店は、 どのよう な対応が必要でし ょ う か。【 平成 28 年 11 月改訂】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スーパー○○ 

東京都・ ・ ・  

XX年11月1日 

 領 収 書  

 

業務用ｺ ﾗー    1  \10,800 

業務用ｷ゙ ｭｳﾆｸ   1  \10,800 

業務用清掃ｾｯﾄ  1  \21,600 

合 計       \43,200 

（ 内消費税等     \3,200）  

お預り         \50,000 

お 釣         \6,800 
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 （ 注） １  レシート （ 領収書等） についても 請求書等に含まれます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  ３ 万円未満の取引に係る仕入税額控除については、 従前同様に請求書等の保存が

なく ても 、 法令に規定する事項が記載さ れた帳簿の保存のみで適用するこ と ができ

ます（ 消法 30⑦、 消令 49①一）。 こ の際、 帳簿には、 こ れまでの記載事項に加え、

「 軽減対象資産の譲渡等に係るも のである旨」を記載するこ と が要件と なり ます（ 改

正法附則 34②）。  

   

  （ 参考）  「 仕入先から 受け取っ た請求書等に『 軽減対象資産の譲渡等である旨』 等の記載

がなかっ た場合の追記」 については、【 制度概要編】 問 14 をご参照く ださ い。  

  

記載事項㋩ 記載事項㋥ 

スーパー○○ 

東京都・ ・ ・  

XX 年 11 月 1 日 

 領 収 書  

 

業務用ｺ ﾗー  ※ 1  \10,800 

業務用ｷ゙ ｭｳﾆｸ ※ 1  \10,800 

業務用清掃ｾｯﾄ  1  \22,000 

合 計       \43,600 

（ 10％対象     \22,000）  

（ ８ ％対象         \21,600）  

（ 内消費税等     \3,600）  

お預り         \50,000 

お 釣         \6,400 

※印は軽減税率対象商品 
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（ 区分記載請求書と 適格請求書と の記載事項の関係）  

【 答】   

区分記載請求書等の記載事項と 適格請求書等の記載事項は、 それぞれ次のと おり と なっ

ており 、適格請求書等と し て必要な事項が記載さ れていれば、区分記載請求書等と し て必要

な記載事項は満たさ れるこ と と なり ます。  

し たがっ て、適格請求書等の発行に対応し たレジシステムへの改修を行い、適格請求書等

の発行が可能と なれば、 区分記載請求書等と し て認めら れるレ シート の発行も 可能と なり

ます。  

なお、 適格請求書等には、 登録番号の記載が必要と なり ます。 当該登録番号の発行の申請

は、 平成 33 年（ 2021 年） 10 月から 申請の受付が開始さ れます。  

（ 注）  区分記載請求書等の記載事項のう ち、 税率ごと に区分し て合計し た税込価格につい

ては、 適格請求書等の記載事項である税率ごと に区分し た税抜価格の合計額及び消費

税額等を記載するこ と と し て差し 支えあり ません。  

○ 区分記載請求書等と 適格請求書等の記載事項の比較（ 改正法附則 34②、 新消法 57 の４ ①）  

区分記載請求書等※１  
（ 平成 31 年（ 2019 年） 10 月～ 

     平成 35 年（ 2023 年） ９ 月）  

適格請求書等※２  
（ 平成 35 年（ 2023 年） 10 月～）  

① 区分記載請求書等発行者の氏名又は名称 
 
② 課税資産の譲渡等を行っ た年月日 
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の

提供の内容（ 当該課税資産の譲渡等が軽減
税率の対象と なるも のであれば、 その内容
及び軽減税率の対象である旨）  

 
④ 税率ごと に区分し て合計し た税込価格 
 
 
⑤ 区分記載請求書等の交付を 受ける事業者

の氏名又は名称 
※１  区分記載請求書等保存方式においては、

小売業等の一定の事業に係るも のである場
合には、 ⑤の記載を 省略するこ と ができ る
（ 消法 30⑨一）。  

① 適格請求書発行者の氏名又は名称及び登
録番号 

② 課税資産の譲渡等を行っ た年月日 
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の

提供の内容（ 当該課税資産の譲渡等が軽減
税率の対象と なるも のであれば、 その内容
及び軽減税率の対象である旨）  

 
④ 税率ごと に区分し た税抜価格又は税込価

格の合計額及び適用税率 
⑤ 消費税額等 
⑥ 適格請求書の交付を受ける事業者の氏名

又は名称 
※２  適格請求書等保存方式においては、 小売

業等の一定の事業に係るも のである場合に
は、 適格請求書に代えて以下の記載のある
請求書等（ 適格簡易請求書） を交付するこ
と ができ る（ 新消法 57 の４ ②）。  

  ① 適格請求書等の記載事項①～③の事項 
  ② 税率ごと に区分し た税抜価格又は税込

価格の合計額 
  ③ 消費税額等又は適用税率 

 

問 80 当社は、 発行するレシート について、 平成 35 年（ 2023 年） 10 月の適格請求書等保存

方式における 適格請求書への対応まで見込んだレジシステムの改修を 行いたいと 考えて

います。  

こ の場合、適格請求書を発行できるレジシステムに改修すれば、区分記載請求書等保存

方式における区分記載請求書等と し て認めら れるレシート を発行でき るのでし ょ う か。  

【 平成 28 年 11 月改訂】  
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（ 主に事業者と の取引を行う 事業者が交付する請求書に係る記載事項）  

【 答】     

平成 31 年（ 2019 年） 10 月から 、 仕入税額控除の要件と し て保存すべき請求書等には、 以

下の事項が記載さ れているこ と が必要です（ こ れまでの請求書等の記載事項に加え、下線部

分が追加さ れまし た。（ 改正法附則 34②））。  

㋑ 書類の作成者の氏名又は名称 

㋺ 課税資産の譲渡等を 行っ た年月日 

㋩ 課税資産の譲渡等に係る 資産又は役務の内容 

（ 課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である 場合には、 資産の内容及び軽減

対象資産の譲渡等である 旨）  

㋥ 税率ご と に合計し た課税資産の譲渡等の対価の額（ 税込価格）  

㋭ 書類の交付を 受ける 当該事業者の氏名又は名称 

し たがっ て、貴社の対応と し ては、こ れまで請求書等保存方式における請求書等と し ての

記載事項を満たすも のを取引先に交付し ていたため、 平成 31 年（ 2019 年） 10 月から は区分

記載請求書等保存方式における請求書等と し て、 こ れまでの記載事項に加え、 次のよう に

「 軽減対象資産の譲渡等である旨」 及び「 税率ごと に合計し た課税資産の譲渡等の対価の

額」 を追加で記載するこ と が必要です。  

 

 

 

問 81 当社は、 事業者に対し て青果及び日用雑貨の卸売を行っ ています。 こ れまで、 下記の

よう に現行の請求書等保存方式における請求書等と し ての記載事項を 満たすも のを 取引

先に交付し ています。  

今後、 平成 31 年（ 2019 年） 10 月から は、 区分記載請求書等保存方式における請求書等

と し ての記載事項を 満たすも のを 取引先に交付し たいと 考えています。 こ の場合、 当社

は、 どのよう な対応が必要でし ょ う か。【 平成 28 年 11 月改訂】  

 

 

 

 

 

 

 

 

請求書 
㈱○○御中        XX年11月30日 

11月分 125,600円(税込) 

日付 品名 金額 

11/1 米 5,400円 

11/1 牛肉 10,800円 

11/2 ｷｯﾁﾝﾍ゚ ﾊー゚  ー 2,160円 

   

合計 125,600円 

  △△商事㈱ 
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（ 注）  ３ 万円未満の取引に係る仕入税額控除については、 従前同様に請求書等の保存がな

く ても 、法令に規定する事項が記載さ れた帳簿の保存のみで適用するこ と ができ ます

（ 消法 30⑦、 消令 49①一）。 こ の際、 帳簿には、 こ れまでの記載事項に加え、「 軽減

対象資産の譲渡等に係るも のである旨」 を記載するこ と が要件と なり ます（ 改正法附

則 34②）。  

  

（ 参考）  「 仕入先から 受け取っ た請求書等に『 軽減対象資産の譲渡等である旨』 等の記載

がなかっ た場合の追記」 については、【 制度概要編】 問 14 をご参照く ださ い。  

 

  

記載事項㋩ 

請求書 
㈱○○御中        XX 年 11 月 30 日 

11 月分 131,200 円(税込) 

日付 品名 金額 

11/1 米   ※ 5,400 円 

11/1 牛肉 ※ 10,800 円 

11/2 ｷｯﾁﾝﾍ゚ ﾊー゚  ー 2,200 円 

   

合計 131,200 円 

10％対象 88,000 円 

８ ％対象 43,200 円 

※軽減税率対象    △△商事㈱ 
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（ 免税事業者が発行する請求書に係る記載事項）  

【 答】     

平成 31 年（ 2019 年） 10 月から 、 仕入税額控除の要件と し て保存すべき請求書等には、 以

下の事項が記載さ れているこ と が必要です（ こ れまでの請求書等の記載事項に加え、下線部

分が追加さ れまし た。 改正法附則 34②）。  

㋑ 書類の作成者の氏名又は名称 

㋺ 課税資産の譲渡等を 行っ た年月日 

㋩ 課税資産の譲渡等に係る 資産又は役務の内容 

（ 課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である 場合には、 資産の内容及び軽減

対象資産の譲渡等である 旨）  

㋥ 税率ご と に合計し た課税資産の譲渡等の対価の額 

㋭ 書類の交付を 受ける 当該事業者の氏名又は名称 

し たがっ て、貴店の対応と し ては、こ れまで請求書等保存方式における請求書等と し ての

記載事項を満たすも のを取引先に交付し ていたため、 平成 31 年（ 2019 年） 10 月から は、 軽

減対象資産の譲渡等を 行っ た場合には、区分記載請求書等保存方式における請求書等と し

て、 こ れまでの記載事項に加え、 次のよう に「 軽減対象資産の譲渡等である旨」 及び「 税率

ごと に合計し た課税資産の譲渡等の対価の額」 を追加で記載するこ と が必要です（ 改正法

附則 34②）。  

なお、 免税事業者は、 取引に課さ れる消費税がないこ と から 、 請求書等に「 消費税額」 等

を 表示し て別途消費税相当額等を 受け取ると いっ たこ と は消費税の仕組み上、 予定さ れて

いません。  

 

問 82 当店は、 消費税の免税事業者です。 こ れまで、 下記のよう に請求書等保存方式におけ

る請求書等と し ての記載事項を満たすも のを取引先に交付し ています。  

今後、 平成 31 年（ 2019 年） 10 月から は、 区分記載請求書等保存方式における請求書等

と し ての記載事項を 満たすも のを 取引先に交付し たいと 考えています。 こ の場合、 当店

は、 どのよう な対応が必要でし ょ う か。【 平成 28 年 11 月改訂】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○商店 

東京都・ ・ ・  

XX年11月1日 

 領 収 書  

 

業務用ｺ ﾗー    1  \10,800 

業務用ｷ゙ ｭｳﾆｸ   1  \10,800 

業務用清掃ｾｯﾄ  1  \21,600 

合 計       \43,200 

 

お預り         \50,000 

お 釣         \6,800 
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（ 注）  ３ 万円未満の取引に係る仕入税額控除については、従前同様に請求書等の保存がな

く ても 、 法令に規定する事項が記載さ れた帳簿の保存のみで適用するこ と ができ ま

す（ 消法 30⑦、 消令 49①一）。 こ の際、 帳簿には、 こ れまでの記載事項に加え、「 軽

減対象資産の譲渡等に係るも のである旨」 を記載するこ と が必要と なり ます（ 改正法

附則 34②）。  

 

（ 商品の全てが軽減税率の対象である場合）  

【 答】   

平成 31 年（ 2019 年） 10 月から 、 仕入税額控除の要件と し て保存すべき請求書等（ 領収書

も 含みます。） には、 現行の請求書等保存方式における請求書等において必要と さ れている

記載事項に加えて、各取引について税率ごと に区分し て経理するこ と に必要な「 軽減対象資

産の譲渡等である旨」 及び「 税率ごと に合計し た課税資産の譲渡等の対価の額」 が追加さ れ

ます（ 改正法附則 34②）。  

ご質問のよう に、 当該請求書等に記載さ れている商品等の全てが軽減対象資産の譲渡等

に係るも のである場合は、 例えば、 請求書等に「 全商品が軽減税率対象」 などと 記載し 、 請

求書等に記載さ れている商品等の全てが「 軽減対象資産の譲渡等である旨」 が明ら かにさ れ

ている必要があり ます。  

こ の点については、 請求書等を発行する事業者の方々も ご留意いただく 必要があり ます。 

  

問 83 請求書等に記載さ れている商品が全て飲食料品などの軽減税率の対象と なる場合、 区

分記載請求書等保存方式における請求書等と し ては、「 軽減対象資産の譲渡等である旨」

の記載がさ れている必要があり ますか。【 平成 28 年 11 月改訂】  

記載事項㋩ 
 

○○商店 

東京都・ ・ ・  

XX 年 11 月 1 日 

 領 収 書  

 

業務用ｺ ﾗー   ※ 1 \10,800 

業務用ｷ゙ ｭｳﾆｸ ※ 1 \10,800 

業務用清掃ｾｯﾄ   1 \22,000 

合 計       \43,600 

（ 10％対象     \22,000）  

（ ８ ％対象         \21,600）  

 

お預り         \50,000 

お 釣         \6,400 

※印は軽減税率対象商品 
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（ 軽減税率の適用対象と なる商品がない場合）  

【 答】  

平成 31 年（ 2019 年） 10 月から 、 仕入税額控除の要件と し て保存すべき請求書等（ 領収書

も 含みます。） には、 現行の請求書等保存方式における請求書等において必要と さ れている

記載事項に加えて、 各取引について税率ごと に区分し て経理するこ と に必要な記載事項と

し て「 軽減対象資産の譲渡等である旨」 及び「 税率ごと に合計し た課税資産の譲渡等の対価

の額」 が追加さ れます（ 改正法附則 34②）。  

ご質問のよう に、 販売する商品が軽減税率の適用対象と なら ないも ののみであれば、「 軽

減対象資産の譲渡等である旨」 の記載は不要ですし 、税率ごと に区分する必要も ないこ と か

ら 「 税率ごと に合計し た課税資産の譲渡等の対価の額」 の記載も 必要あり ません。  

し たがっ て、 平成 31 年（ 2019 年） 10 月から 貴社が発行する請求書の記載事項に変更はあ

り ません。  

問 84 当社は、 日用雑貨の卸売を行う 事業者です。 当社では、 軽減税率の適用対象と なる商

品の販売があり ません。 こ れまで、 現行の制度における記載事項を 満たす請求書等と し

て、 下記のよう な請求書を取引先に交付し ています。  

軽減税率制度の実施に伴い、 平成 31 年（ 2019 年） 10 月から 、 当社が交付する請求書の

記載内容に変更はあるのでし ょ う か。【 平成 30 年１ 月追加】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求書 
 

㈱○○御中        XX年11月30日 

11月分 86,400円(税込) 

日付 品名 金額 

11/2 コ ッ プ 5,400円 

11/3 花瓶 4,320円 

   

合計 86,400円 

  △△商事㈱ 
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（ 税率ごと に分けて交付する請求書）  

【 答】   

平成 31 年（ 2019 年） 10 月から 、 仕入税額控除の要件と し て保存すべき請求書等（ 領収書

も 含みます。） には、 現行の請求書等保存方式における請求書等において必要と さ れている

記載事項に加えて、各取引について税率ごと に区分し て経理するこ と に必要な「 軽減対象資

産の譲渡等である旨」 及び「 税率ごと に合計し た課税資産の譲渡等の対価の額」 が追加さ れ

ます（ 改正法附則 34②）。  

し たがっ て、ご質問のよう に税率ごと に請求書を分けて、交付するこ と は差し 支えあり ま

せんが、 こ の場合であっ ても 、 仕入税額控除の要件を満たすためには、 軽減税率の対象と な

る商品に係る請求書には、「 軽減対象資産の譲渡等である旨」 の記載が必要と なり ます。  

 

【 税率ごと に区分記載請求書等を分けて交付する場合の記載例】  

○ 軽減税率対象分            ○ 軽減税率対象分以外 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

問 85 平成 31 年（ 2019 年） 10 月から 、 当店が発行する請求書を区分記載請求書等保存方式

における請求書等と し ての記載事項を満たすも のにし たいと 考えています。こ の場合、軽

減税率の対象と なる食料品と 標準税率の対象と なる日用品を まと めて販売する際に、 異

なる税率の商品を 同一の請求書に記載するのではなく 、 税率ごと の請求書を 交付し てよ

いですか。  

【 平成 28 年 11 月改訂】  

請求書 

（ 軽減税率対象）  
㈱○○御中        XX年11月30日 

11月分 43,200円(税込) 

日付 品名 金額 

11/1 米  5,400円 

11/1 牛肉  10,800円 

   

合計 43,200円 

    △△商事㈱ 
  

請求書 
 

㈱○○御中        XX年11月30日 

11月分 88,000円(税込) 

日付 品名 金額 

11/2 ｷｯﾁﾝﾍ゚ ﾊー゚  ー 2,200円 

   

合計 88,000円 

  △△商事㈱ 
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（ 相手方の確認を受けた仕入明細書等）  

【 答】  

現行の請求書等保存方式においても 、 仕入側が作成し た一定事項の記載のある仕入明細

書等の書類で相手方の確認を 受けたも のについては、 仕入税額控除の要件と し て保存すべ

き 請求書等に該当し ます（ 消法 30⑨二）。  

こ れは、区分記載請求書等保存方式の下でも 同様ですが、仕入税額控除の要件と し て保存

すべき 請求書等には、以下の事項が記載さ れているこ と が必要です（ こ れまでの仕入明細書

等の記載事項に加え、 下線部分が追加さ れまし た。（ 改正法附則 34②））。  

㋑ 書類の作成者の氏名又は名称  

㋺ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 

㋩ 課税仕入れを 行っ た年月日 

㋥ 課税仕入れに係る 資産又は役務の内容 

（ 課税仕入れが他の者から 受けた軽減対象資産の譲渡等に係る も のである 場合には、

資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係る も のである 旨）  

㋭ 税率ご と に合計し た課税仕入れに係る 支払対価の額（ 税込価格）  

し たがっ て、 平成 31 年（ 2019 年） 10 月から は、 区分記載請求書等保存方式における請求

書等と し て、 こ れまでの記載事項に加え、 次のよう に「 軽減対象資産の譲渡等に係るも ので

ある旨」 及び「 税率ごと に合計し た課税仕入れに係る 支払対価の額」 を追加で記載し た上

問 86 当店は、 食料品及び日用雑貨の小売り を行っ ています。 こ れまで、 仕入先への代金の

支払いに当たり 、 下記のよう に請求書等保存方式における請求書等と し ての記載事項を

満たす仕入明細書を作成し 、 仕入先の確認を受け、 保存し ています。  

今後、 平成 31 年（ 2019 年） 10 月から は、 区分記載請求書等保存方式における請求書等

と し ての記載事項を満たす仕入明細書を作成し 、 保存し たいと 考えています。 こ の場合、

当店は、 どのよう な対応が必要でし ょ う か。【 平成 30 年１ 月追加】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕入明細書 

㈱○○御中       XX 年 11 月 30 日  

               △△商店 

11 月分 125,600 円（ 税込）  

日付 品名 金額 

11/1 いちご 5,400 円 

11/2 牛肉 10,800 円 

11/2 ｷｯﾁﾝﾍ゚ ﾊー゚  ー 2,160 円 

 

 

 

  

 

 

支払金額合計（ 税込み）  125,600 円 

（別紙１）



- 48 - 

 

で、 相手方の確認を受けたも のを保存し ておく 必要があり ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 旧税率対象が混在する請求書）  

【 答】  

平成 31 年（ 2019 年） 10 月から 、 仕入税額控除の要件と し て保存すべき請求書等には、 以

下の事項が記載さ れているこ と が必要です（ こ れまでの請求書等の記載事項に加え、下線部

分が追加さ れまし た。 改正法附則 34②）。  

㋑ 書類の作成者の氏名又は名称 

㋺ 課税資産の譲渡等を 行っ た年月日 

㋩ 課税資産の譲渡等に係る 資産又は役務の内容 

（ 課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である 場合には、 資産の内容及び軽減

対象資産の譲渡等である 旨）  

㋥ 税率ご と に合計し た課税資産の譲渡等の対価の額（ 税込価格）  

㋭ 書類の交付を 受ける 当該事業者の氏名又は名称 

と こ ろ で、 平成 31 年（ 2019 年） ９ 月までの取引に適用さ れる税率８ ％（ 以下「 旧税率」

問 87 当店は、 飲食料品及び関連商品の卸売業を営んでおり 、 毎月 15 日締めで相手先に請求

を行っ ています。 請求締め日が月中であるこ と から 、 平成 31 年（ 2019 年） 10 月分の請求

書（ 9/16～10/15） には、 平成 31 年（ 2019 年） ９ 月 30 日までの旧税率８ ％と 平成 31 年

（ 2019 年） 10 月１ 日から の軽減税率８ ％の対象商品が混在するこ と と なり ますが、 区分

記載請求書等と し ての記載要件を満たすためには、 どのよう な記載が必要と なり ますか。

【 平成 29 年１ 月追加】  
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と いいます。）は、消費税率 6.3％と 地方消費税率 1.7％の合計であり 、他方、平成 31 年（ 2019

年） 10 月から の取引に適用さ れる軽減税率８ ％は、 消費税率 6.24％と 地方消費税率 1.76％

の合計ですので、 旧税率８ ％と 軽減税率８ ％では、 その内訳が異なっ ています。  

こ のため、 貴店の平成 31 年（ 2019 年） 10 月分の請求書の場合のよう に、 一の請求書にお

いて、 旧税率が適用さ れる取引と 軽減税率が適用さ れる取引と が混在すると き は、 上記㋥

（ 税率ごと に合計し た課税資産の譲渡等の対価の額） の記載に当たり 、 標準税率 10％と 軽

減税率８ ％を税率ごと に合計するだけでなく 、 旧税率８ ％の対象商品についても 、 例えば、

次の記載例のよう に、 当該商品を区分し て合計する必要があり ます。  
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【 同一請求書内で、 平成 31 年（ 2019 年） ９ 月 30 日までの取引と 平成 31 年（ 2019 年） 10 月１

日から の取引を区分し て発行する場合の記載例】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ① 旧税率の適用対象と なる平成 31 年（ 2019 年） ９ 月 30 日までの取引については、 課税

資産の譲渡等の対価の額（ 税込み） の合計額を記載 

  ② 平成31年（ 2019年） 10月１ 日から の取引については、 軽減税率対象品目には「 ※」 など

を記載 

  ③ 平成31年（ 2019年） 10月１ 日から の取引については、 税率ごと に合計し た課税資産の譲

渡等の対価の額（ 税込み） を記載 

  ④ 「 ※」 が軽減税率対象品目であるこ と を示すこ と を記載 
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【 平成 31 年（ 2019 年） ９ 月 30 日までの取引に係る請求書と 平成 31 年（ 2019 年） 10 月１ 日か

ら の取引に係る請求書を分けて発行する場合の記載例】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 旧税率の適用対象と なる平成 31 年（ 2019 年） ９ 月 30 日までの取引に係る請求書を発行 

② 新税率の適用対象と なる平成 31 年（ 2019 年） 10 月１ 日から の取引に係る請求書を発行 

③ 平成 31 年（ 2019 年） 10 月１ 日から の取引については、 軽減税率対象品目には「 ※」 などを

記載 

④ 平成 31 年（ 2019 年） 10 月１ 日から の取引については、 税率ごと に合計し た課税資産の譲渡

等の対価の額（ 税込み） を記載 

⑤ 「 ※」 が軽減税率対象品目であるこ と を示すこ と を記載 

  

請求書 
 

㈱○○御中            2019 年 10 月 31 日 

 

② 10 月分 109,200 円(税込) 

(10/1～10/15) 

日付 品名 金額 

10/1 ③ 小麦粉 ※  5,400 円 

10/1 ｷｯﾁﾝﾍ゚ ﾊー゚  ー  2,200 円 

10/2 ③ 牛肉 ※  10,800 円 
   

合計 109,200 円 

④   10%対象 66,000 円 

 8%対象 43,200 円 

 ⑤ ※印は軽減税率対象商品  
 △△商事㈱ 

  

請求書 
 

㈱○○御中            2019年10月31日 

 

① ９ 月分 32,400円(税込) 

(9/16～9/30) 

日付 品名 金額 

9/16 豚肉   4,320円 

9/17  割り 箸    3,240円 

9/17 し ょ う ゆ 2,160円 

   

合計 32,400円 

 
 △△商事㈱ 
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（ 一括値引がある場合のレシート の記載）  

【 答】  

飲食料品と 飲食料品以外の資産を同時に譲渡し 、割引券等の利用により 、その合計額から

一括し て値引き を 行う 場合、 税率ごと に区分し た値引き 後の課税資産の譲渡等の対価の額

に対し てそれぞれ消費税が課さ れるこ と と なり ます。  

そのため、 レシート 等における「 税率ごと に合計し た課税資産の譲渡等の対価の額」 は、

値引き 後のも のを明ら かにする必要があり ます。  

なお、 税率ごと に区分さ れた値引き 前の課税資産の譲渡等の対価の額と 税率ごと に区分

さ れた値引額がレ シート 等において明ら かと なっ ている場合は、 こ れら により 値引き 後の

税率ごと に合計し た課税資産の譲渡等の対価の額が確認でき るため、 こ のよう な場合であ

っ ても 、 値引き後の「 税率ごと に合計し た課税資産の譲渡等の対価の額」 が明ら かにさ れて

いるも のと し て取り 扱われます。  

ご質問の場合、 レシート の記載方法と し ては次のよう なも のがあり ます。  

 

（ 参考）  

顧客が割引券等を 利用し たこ と により 、 同時に行っ た資産の譲渡等を 対象と し て一括

し て対価の額の値引き が行われており 、 その資産の譲渡等に係る適用税率ごと の値引額

又は値引き 後の対価の額が明ら かでないと き は、 割引券等による値引額をその資産の譲

渡等に係る価額の比率により あん分し 、 適用税率ごと の値引額及び値引き 後の対価の額

を区分するこ と と さ れています。  

当該資産の譲渡等に際し て顧客へ交付する領収書等の書類により 適用税率ごと の値引

額又は値引き 後の対価の額が確認でき ると き は、 当該資産の譲渡等に係る値引額又は値

引き 後の対価の額が、 適用税率ごと に合理的に区分さ れているも のに該当するこ と と さ

れています（ 軽減通達 15）（ 問 69（ 食品と 酒類のセッ ト 販売時の一括値引） 参照）。  

 

  

問 88 当社は、 小売業（ スーパー） を営む事業者です。 当社では、 飲食料品と 飲食料品以外

のも のを同時に販売し た際に、 合計金額（ 税込み） から 1,000 円の値引きができ る割引券

を発行し ています。  

平成 31 年（ 2019 年） 10 月から 、 顧客が割引券を使用し 、 値引き を行っ た場合、 当社が

発行するレシート には、 どのよう な記載が必要と なり ますか。【 平成 29 年１ 月追加】  
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（ 例）  雑貨 3,300 円（ 税込み）、 牛肉 2,160 円（ 税込み） を販売し た場合 

 

【 値引き後の「 税率ごと に合計し た課税資産の譲渡等の対価の額」 を記載する方法】  

 

① 値引き 後の税率ごと に合計し た課税資産の譲

渡等の対価の額（ 税込み）  

 （ 注）  値引額は以下のと おり 、 資産の価額の比

率であん分し 、税率ごと に区分し ています。 

     10％対象： 1,000×3,300/5,460≒604 

     ８ ％対象： 1,000×2,160/5,460≒396 

     また、 値引き後の対価の額は次のと お

り 計算し ています。    

10％対象： 3,300－604＝2,696 

     ８ ％対象： 2,160－396＝1,764 

 

 

 

 

【 値引き前の「 税率ごと に合計し た課税資産の譲渡等の対価の額」 と 税率ごと の値引額を記載

する方法】  

 

① 値引き 前の税率ごと に合計し た課税資産の譲

渡等の対価の額（ 税込み）  

② 税率ごと の値引額 

（ 注）  値引額は以下のと おり 、資産の価額の比率

であん分し 、 税率ごと に区分し ています。  

10％対象： 1,000×3,300/5,460≒604 

    ８ ％対象： 1,000×2,160/5,460≒396 

※ ①及び②の記載がそれぞれある場合、 値引

後の「 税率ごと に合計し た課税資産の譲渡等

の対価の額」 の記載があるも のと し て取り 扱

われます。  

10％対象： 3,300－604＝2,696 

     ８ ％対象： 2,160－396＝1,764 

スーパー○○ 

東京都・ ・ ・  
XX年11月1日 
 

 領 収 書  
 

牛肉 ※     \2,160 
雑貨       \3,300 
小計       \5,460 
 

割引      \1,000 
 合計       \4,460 
   ① （ 10％対象 \2,696）  
     （ ８ ％対象 \1,764）  

 ※印は軽減税率対象商品 
 

スーパー○○ 

東京都・ ・ ・  
XX年11月1日 
 

 領 収 書  
 

牛肉 ※     \2,160 
雑貨       \3,300 
小計       \5,460 
①  （ 10％対象 \3,300）  
   （ ８ ％対象 \2,160）  
 

割引      \1,000 
 ②   （ 10％対象 \604）  
     （ ８ ％対象 \396）  
 

合計       \4,460 
 ※印は軽減税率対象商品 
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（ 売上げに係る対価の返還等がある場合の請求書の記載）  

【 答】  

ご質問の販売奨励金は、貴社の売上げに係る対価の返還等に該当し 、取引先の仕入れに係

る対価の返還等に該当し ます。  

売上げに係る対価の返還等を行っ た事業者については、 その売上げに係る対価の返還等

の対象と なっ た取引の事実に基づいて、適用さ れる税率を判断するこ と と なり 、その金額が

合理的に区分さ れていないと き は、 その対象と なっ た課税資産の譲渡等の内容に応じ て税

率ごと にあん分し 、 区分するこ と と なり ます（ 改正法附則 34②、 改正令附則８ ①）。  

また、仕入れに係る対価の返還等を受けた事業者については、その仕入れに係る対価の返

還等の対象と なっ た取引の事実に基づいて、適用さ れる税率を判断するこ と と なり 、その金

額が合理的に区分さ れていないと き は、 その対象と なっ た課税仕入れの内容に応じ て税率

ごと にあん分し 、 区分するこ と と なり ます（ 改正法附則 34②、 改正令附則７ ）。  

こ う し た売上げに係る対価の返還等を 行っ た場合や仕入れに係る対価の返還等を 受けた

場合、 一定の事項が記載さ れた請求書等の保存は求めら れていませんが、 次の事項等を 記

載し た帳簿を 保存する 必要があり ま す（ 消法 38②、 58、 消令 58、 71、 改正令附則８ ②、

消規 27、 改正省令附則 11） 。  

① 売上げに係る対価の返還等 

・  売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である

場合には、 資産の内容及びその旨 

・  税率ごと に区分し た売上げに係る 対価の返還等を し た金額 

② 仕入れに係る 対価の返還等 

・  仕入れに係る対価の返還等が他の者から 受けた軽減対象資産の譲渡等に係るも ので

ある場合には、 資産の内容及びその旨 

し たがっ て、 貴社及び取引先は、 それぞれ、 上記①又は②の事項を 帳簿に記載し 、 税

率ご と に区分し た販売奨励金に係る 消費税額を 計算する 必要があり ま す。  

こ のよ う なこ と を 踏まえ、 請求書等の記載についての対応を ご検討く ださ い。  

問 89 当社は、 事業者に対し て食料品及び日用雑貨の卸売を行っ ています。 取引先と 販売奨

励金に係る契約を締結し ており 、 一定の商品を対象と し て、取引高に応じ て、 取引先に販

売奨励金を支払う こ と と し ています。  

また、 販売奨励金の精算に当たっ ては、 当月分の請求書において、 当月分の請求金額か

ら 前月分の販売奨励金の金額を控除する形式で行っ ています。  

販売奨励金の対象と なる商品に飲食料品と それ以外の資産が含まれている場合、 区分

記載請求書等保存方式における請求書等と し ては、 当該販売奨励金の額を税率ごと に区

分し て記載する必要があるのでし ょ う か。【 平成 29 年１ 月追加】  

（別紙１）
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（ 参考）  税率ごと の販売奨励金の記載例 

 

① 税率ご と に合計し た 課税資産の

譲渡の等の対価の額（ 税込み） を 記

載 

② 税率ご と の販売奨励金の額を 記

載 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

請求書 
㈱○○御中          XX年11月30日 

109,400円(税込) 

日付 品名 金額 

11/1 小麦粉 ※  5,400円 

11/1 ｷｯﾁﾝﾍ゚ ﾊー゚  ー 2,200円 

11/2 牛肉 ※ 10,800円 

   

小計 131,200円 

①   10%対象 88,000円 

8%対象 43,200円 

販売奨励金（ 10月分）  △21,800円 

②   10%対象 △11,000円 

8%対象 △10,800円 

合計 109,400円 

※印は軽減税率対象商品  ㈱○○物産 
  

（別紙１）
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（「 軽減対象資産の譲渡等に係るも のである旨」 の帳簿への記載方法）  

【 答】  

区分記載請求書等保存方式において保存が必要と なる 帳簿への「 軽減対象資産の譲渡等

に係るも のである旨」 の記載については、軽減対象資産の譲渡等であるこ と が客観的に明ら

かであると いえる程度の表示がさ れていればよく 、 個々の取引ごと に「 10％」 や「 ８ ％」 の

税率が記載さ れている場合のほか、 例えば、 軽減税率の対象と なる取引に、「 ※」 や「 ☆」

と いっ た記号・ 番号等を表示し 、 かつ、 こ れら の記号・ 番号等が「 軽減対象資産の譲渡等に

係るも のである旨」 を別途「 ※(☆)は軽減対象」 などと 表示する場合も「 軽減対象資産の譲

渡等に係るも のである旨」 の記載と し て認めら れるこ と と なり ます。  

 

【 記号・ 番号等を使用し た場合の帳簿の記載例①（ 取引ごと の請求書）】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ① 軽減税率対象品目には「 ※」 などを記載 

    ② 「 ※」 が軽減税率対象品目であるこ と を示すこ と を記載 

   （ 注）  こ の他、 帳簿に税率区分欄を設けて、「 ８ ％」 と 記載する方法や税率コ ード を記

載する方法も 認めら れます。  

問 90 区分記載請求書等保存方式において保存が必要と なる帳簿に記載する「 軽減対象資産

の譲渡等に係るも のである旨」 は、 どのよう に記載し たら よいですか。【 平成 29 年１ 月追

加】  

総勘定元帳  （ 仕入）    （ 注） 税込経理 

XX 年 
摘要 借方 

月 日 

11 1 △△商事㈱     雑貨 2,200 

11 1 △△商事㈱   ※食料品   ① 5,400 

11 2 ㈱○○物産     雑貨 1,650 

11 2 ㈱○○物産   ※食料品   ① 11,880 

    

② （ ※:軽減税率対象品目）  

請求書 
㈱○○御中         XX年11月2日 

13,530円(税込) 

日付 品名 金額 

11/2 牛肉 ※  10,800円 

11/2 し ょ う ゆ※ 1,080円 

11/2 割り 箸 550円 

11/2 ティ ッ シュ  1,100円 

合計 13,530円 

10%対象 1,650円 

8%対象 11,880円 

※は軽減税率対象品目   
㈱○○物産 

  

請求書 
㈱○○御中         XX年11月1日 

7,600円(税込) 

日付 品名 金額 

11/1 小麦粉 ※  5,400円 

11/1 ｷｯﾁﾝﾍ゚ ﾊー゚  ー  2,200円 

合計 7,600円 

10%対象 2,200円 

8%対象 5,400円 

※は軽減税率対象品目   
△△商事㈱ 

  

（別紙１）



- 57 - 

 

 （ 参考）  帳簿への資産の内容の記載は、 商品の一般的総称でまと めて記載するなど、 申告

時に請求書等を個々に確認するこ と なく 帳簿に基づいて消費税額を計算でき る程度

の記載で差し 支えあり ません。  

   

【 記号・ 番号等を使用し た場合の帳簿の記載例②（ 一定期間分の取引をまと めた請求書）】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 軽減税率対象品目には「 ※」 などを記載 

    ② 「 ※」 が軽減税率対象品目であるこ と を示すこ と を記載 

（ 注）  こ の他、 帳簿に税率区分欄を設けて、「 ８ ％」 と 記載する方法や税率コ ード を記

載する方法も 認めら れます。  

 

 

 

総勘定元帳  （ 仕入）    （ 注） 税込経理 

XX 年 
摘要 借方 

月 日 

11 30 ㈱○○物産     雑貨（ 11 月分）  88,000 

11 30 ㈱○○物産   ※食料品（ 11 月分）   ① 43,200 

    

② （ ※:軽減税率対象品目）  

請求書 
㈱○○御中         XX年11月30日 

11月分 131,200円(税込) 

日付 品名 金額 

11/1 小麦粉 ※  5,400円 

11/1 牛肉 ※ 10,800円 

11/2 ｷｯﾁﾝﾍ゚ ﾊー゚  ー 2,200円 

   

合計 131,200円 

10%対象 88,000円 

8%対象 43,200円 

※は軽減税率対象品目   
㈱○○物産 

  

（別紙１）


